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１．資料紹介の経緯と目的

　この短文では、筆者が過去数年来とりくんでいる習近平の個人研究において、史料調査

の過程で発見した中国語の新聞記事を紹介する（１）。それは、1987年11月14日に、現在の

中国の国家主席である習近平（当時はアモイ市政府の副市長）が、アモイ経済特区を訪問

した岡崎嘉平太（1897年～ 1989年、享年92歳）と面会していた事実を伝える内容である。

なお、この会談を伝えた『厦門日報』紙の記事は、日本国内の図書館には所蔵されていな

い（２）。

　周知のとおり、岡崎嘉平太は、1960年代のLT貿易や1972年の日中国交正常化の実現の

ために尽力した日本側立役者の1人であり、周恩来とも個人的に強い信頼関係を築いた人

物として知られる。習近平が岡崎と面会していた事実を指摘した文章は、管見の限り、日

本・中国ともにこれまでのところ見当たらない（３）。

　また、2015年5月に北京市の人民大会堂で開かれた「日中友好交流大会」で、演説を行っ

た習近平は、田中角栄や大平正芳とともに、「廖承志氏と高碕達之介氏、岡崎嘉平太氏ら

有識者は積極的に奔走し、多くの活動をしました」と述べて、両国関係に対する岡崎の貢

献を褒めたたえた（４）。ただし、このとき習は、自身がかつて岡崎と直接に言葉を交わし

ていたことには言及しなかった。四半世紀以上も前の出来事を、おそらくは習本人も忘れ

ている可能性が高い。

　折しも今年（2022年）は、日中国交正常化の50周年に当たる。戦後日中関係と習近平の

個人史の双方における、小さな、しかし、忘れがたいエピソードとして、習と岡崎の会談

の経緯と中身を紹介したいと思う。

２．習近平と岡崎嘉平太の会談概要

（1）日本側訪問団のアモイ市訪問の目的、日程、滞在時の主な活動
　習近平と岡崎嘉平太の会談は、1987年11月14日の夜、中国・福建省のアモイ市内の五つ

星の高級ホテル（厦門悦華酒店、1985年開業）で行われた（５）。

　岡崎率いる日本側訪問団は、岡崎を含め計4人（他のメンバーの氏名などは不詳）から

なり、福建省政府の招待により、アモイ市を「友好訪問」した。訪問団一行は、1987年11

月14日午後に、同じ福建省内の福州市からアモイに到着し、同月17日にはアモイを離れ、

次の訪問先である香港に向かった。

アモイ滞在中には、以下の習近平と岡崎の会談や岡崎の講演会のほか、市内の企業・工
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場・名所旧跡の視察などを実施した。特

筆すべきは、11月16日午後に行われた岡

崎の講演会である。アモイ市の経済・科

学技術・文教分野の約200名の関係者を

前に、「日中経済技術協力の見通し（中

国語原文は、中日経済技術合作前景）」

のテーマで講演を行い、聴衆の大きな好

評を博したという。

（2）習近平と岡崎嘉平太の会談、発言要領
　1987年11月17日付の『アモイ日報』の記事は、アモイ経済特区を訪問した岡崎嘉平太に

ついて、「岡崎先生は今年90歳のご長寿で、わが国人民の古い友人（中国語原文は老朋友）

であり、故・周恩来総理との交誼は非常に深かった。現在は、日本日中経済協会常任顧問、

全日本航空株式会社最高顧問の職に就いている」と紹介している。このような日中関係の

大物と、当時まだ34歳で市政府の副市長という中堅幹部の立場にあった習近平との会談は、

どのようなものであったのか。

　残念ながら、上記記事は、両人の発言内容をごく短い形でしか伝えていない。それによ

れば、岡崎らがアモイに到着した11月14日のその日の夜、習近平は、日本側一行と面会し

た。アモイ市の対外友好協会会長、市政府副秘書長、その他関係部門の責任者も同席した。

会見では、次のような言葉が交わされた。

　習近平は次のように述べた。岡崎先生は多年にわたり中日友好事業に一貫して尽力し、

中日友好に対して、たいへん大きな貢献を行った。われわれは、岡崎先生の来訪を非常に

喜ばしく思っている。また、習副市長は、日本の友人らに対し、アモイ経済特区の発展状

況を紹介した。岡崎先生は次のように述べた。日
マ マ

中両国は必ずや友好でなければならず、

そうしてこそアジアに平和がもたらされる。両国人民が何世代にもわたって友好を続けて

いくように、われら双方がともに努力しなければならない。

　別稿で詳しく論じるように、当時、習近平は、副市長として多くの外国要人と会見し、

『アモイ日報』（1987年11月17日付、第1面）
習近平と岡崎嘉平太の会談記事、見出しと本文の一部

アモイ経済特区の経済開発の基本方針やその取り組みを説明する役目を負っていた（６）。

引用文にみられるとおり、習近平は、岡崎との会談でも同様の説明を行った模様である。

　また、日本と中国の双方が東アジアの平和にとって大きな責務を負っているとした岡崎

の言葉は、日中両国の「老朋友」による古き良き「日中友好」の時代が過去のものとなっ
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た今日でも、決して忘れてはならないであろう。むしろ、平和への信念と日中関係の安定

に向けたいっそうの努力が、現在の日中の政治指導者と両国国民には求められている。

（2022年1月19日脱稿）

注

（１�）既発表の関連業績として、例えば、鈴木隆「習近平とはどのようなリーダーか？：地方指
導者時代の著作にみる政治認識、リーダーシップ、指導者像」、川島真編『中国の政策動向と
その持続可能性：中国をめぐる3つの視点』21世紀政策研究所、2020年10月、127 ～ 155ペー
ジ（http://www.21ppi.org/pdf/thesis/201019.pdf、2022年1月19日閲覧。本文以下の閲覧日、
すべて同じ）。

（２�）日本の国立情報学研究所（NII）の運営する「NII学術情報ナビゲータ（CiNii）」によれば、
『厦門日報』紙は、日本国内では、筑波大学の中央図書館が1949 ～ 1952年分を所蔵している。
これ以外に所蔵情報は記されていない。

（３�）岡崎嘉平太の事績については、『岡崎嘉平太記念館』ウェブサイト（https://www.okazaki-
kaheita.jp/）のほかに、以下のような網羅的な基本資料集がある。岡崎嘉平太伝刊行会編『岡
崎嘉平太伝：信はたて系愛はよこ系』ぎょうせい、1992年。『紀要第3号　岡崎嘉平太講演集3』
岡崎嘉平太記念館、2006年3月。岡崎と習の会談やアモイでの岡崎の講演については、これら
に所収された岡崎の年譜や講演・講話記録一覧にも記載がない。

（４�）習近平「在中日友好交流大会上的講話（2015年5月23日）」『新華網』2015年5月23日（http://
www.xinhuanet.com//politics/2015-05/23/c_1115384379.htm）。引用文は、下記のホームペー
ジに掲載された日本語の訳文を参照した。「習近平主席の中日友好大会での演説全文」『中華
人 民 共 和 国 駐 日 本 国 大 使 館 』2015年5月25日（http://www.china-embassy.or.jp/jpn/
zrdt_1/201505/t20150525_10433681.htm）。

（５�）会談内容に関する以下の記述と引用はすべて、洪濤「岡崎嘉平太先生来我市訪問：習近平
副市長在悦華酒店会見日本友人」『厦門日報』1987年11月17日、に基づく。

（６�）アモイ時代の習近平については、「体制改革派・習近平の横顔：アモイ時代（1985 ～ 1988年）
の反腐敗、経済開放、体制改革（仮）」と題する論文を近日中に発表予定。

【附録】 

『厦門日報』（1985年7月～ 1988年6月）に掲載された習近平の関連記事一覧

【1985年】（日付と記事タイトル、執筆者名は省略）

・ 7 月 2 日� 「市人大常委会挙行第十四次会議」

・ 7 月28日� 「市党政領導看望部隊傷病員療養員和離休幹部」

・ 8 月 1 日� 「�市党政領導和各界代表一千多人集会慶祝“八一”建軍節　軍民攜手推動厦

門建設走在全省最前頭」

・ 8 月30日� 「市八届人大常委会挙行第十五次会議」
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・ 9 月19日 「省市政府歓宴羅林斯主席」

・ 9 月26日 「狠刹偸税漏税歪風　堅決維護財経紀律　本市開展税収財務大検査」

・ 9 月28日 「本市冬季征兵工作十月一日開始」

・ 9 月30日 「市政協挙弁各界人士聯歓晩会」

・10月17日 「市政府発出通知　開展税収財務大検査」

・11月11日 「我市征青年分赴各部隊」

・11月12日 「�美国際人民交流協会証券法和公司法律師代表団　抵厦参観訪問和進行学

術交流」

・11月13日 「�駐軍党委召開部隊四級軍政主官研究会提出　解決三個“正確看待”　加強

部隊思想政治工作」

・11月23日 「�市委市府部分領導同志深入基層宣講党代会精神　領導和群衆談心　党和

人民貼心」

・12月 7 日 「世界銀行国際金融公官員比勒先生一行抵厦」

・12月12日 「�市政府弁公会議強調指出　要把握清理整頓公司財経紀律検査作為一項中

心工作来抓」

・12月14日 「�在我市召開的社会主義経済理論討論会提出　要充分発揮競争和市場機制

的作用」

・12月14日 「英模匯報団在昨離厦抵榕」

・12月18日 「我市税収財務題検査取得大進展」

・12月22日 「党和政府関懐居委会工作」

・12月25日 「我省能源建設重点項目　本市七万五千千瓦燃機電站并網成功」

・12月25日 「南斯拉夫農委主席助理蘆卡・拉多依契奇訪厦」

・12月27日 「�市八届人大常委会第十七次会議強調　牢固樹立両個文明一起抓思想　高

度重視文化和広播電視工作」

・12月31日 「市委召開“五老”発証座談会　向十九位有功老同志頒発光栄証」

【1986年】

・ 1 月 8 日 「�市八届人大常委会挙行第十八次会議　審議関於保護風景名勝岩石海灘資

源問題」

・ 1 月10日 「市政府領導到三島現場弁公」

・ 1 月12日 「�市八届人大常委会第十八次会議結束　会議一致通過《関於保護風景名勝

和海灘、岩石資源的決議》」

・ 2 月26日 「国防部長張愛萍為“海上猛虎艇”題詞　“海上猛虎　保衛国疆”」
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・ 3 月 1 日 「市人大常委会召開第十九次会議」

・ 3 月 2 日 「副市長習近平昨晩発表電視講話　要求全市人民做頒発居民身份証工作」

・ 3 月 3 日 「�省、市領導昨日挙行茶会　歓迎前来参加厦門国際銀行開幕典礼的海内外

来賓」

・ 3 月 4 日 「�厦門国際銀行昨日挙行開幕典礼　海内外来賓等近六百人参加，胡平、車

培欽、鄒爾均為該行開幕剪彩」

・ 3 月23日 「政協市六届四次会議隆重開幕」

・ 3 月27日 「政協市六届四次会議昨閉幕」

・ 3 月29日 「同心同徳干四化　加快特区建設歩伐　市八届人大四次会議昨日閉幕」

・ 4 月 4 日 「全市税収財務大検査取得顕著成績」

・ 4 月 4 日 「市府召開税収財務大検査総結表彰大会」

・ 4 月14日 「�市府召開全市計劃、経済工作会議部署今年経済建設工作　深入改革搞好

開放　加速特区経済発展」

・ 4 月24日 「�市府挙行経済技術協作工作会議提出内聯工作意見　揚長避短　形式多様

互恵互利共同発展」

・ 5 月 7 日 「横向経済技術聯合的新突破」

・ 6 月 9 日 「我省代表団赴皖回訪」

・ 8 月 1 日 「�中共厦門市委、市人民政府決定組織力量　研究社会経済発展戦略　経済

体制改革総体方案探索行政体制改革方向」

・ 8 月 3 日 「日本安田信託銀行集団訪華団来厦訪問」

・ 8 月 5 日 「我市与寧徳地区簽訂聯合意向書」

・ 8 月 7 日 「市有関領導召開専門会議　討論修改“三課題”研究提綱」

・ 8 月14日 「�市委市府召開領導幹部会議部署制定三個方案　探索発展特区建設推進改

革有効途径」

・ 8 月27日 「横向経済聯合黒竜江省邀請会開幕」

・ 9 月12日 「架起横向経済聯合万里長橋」

・ 9 月27日 「市府与江西吉安行署簽訂経済技術友好合作協議書」

・ 9 月30日 「市人民政府与巣湖地区行政公署簽署訂長期有効経済技術友好合作協議書」

・ 9 月30日 「市外事弁挙行国慶招待会」

・10月 2 日 「探索閔南“金三角”経済発展導向　閔南区域経済発展綱要研討会在厦挙行」

・10月 4 日 「退伍戦士奔赴四化建設新崗位」

・10月 7 日 「発展横向聯系　振興厦宜経済　厦門宜賓決定在八個方面加強合作」

・10月12日 「�市委市府邀請有関専家学者和民主党派、群衆団体代表座談　共商厦門経
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済特区建設大計」

・10月20日 「澳中理事会領導人代表団訪厦」

・10月20日 「東南与西北搭起鵲橋　甘粛与我市達成経済聯合協議」

・10月28日 「法国尼斯工商代表団抵厦参観訪問」

・11月12日 「�維護国家和消費者利益　保証改革順利　市府決定開展税収財務物価大検

査」

・12月16日 「我市召開対外接待宣伝先進単位表彰会」

・12月18日 「�推進幹部制度改革　促進幹部管理民主化科学化制度化　我市開始民主評

議市党政領導幹部」

・12月20日 「我市内聯工作進展快」

【1987年】

・ 1 月16日 「搞活外匯資金　活躍特区経済　厦門市外匯調剤中心正式成立」

・ 2 月17日 「八国駐滬領事官員訪厦」

・ 2 月21日 「日本長崎県中日親善団来厦参観訪問」

・ 2 月26日 「�深入進行農村改革　促進商品経済発展　市農村工作会議確定今年工作任

務」

・ 4 月19日 「新同菲王閔商業考察団訪問我市」

・ 5 月 3 日 「把鼓浪嶼這顆“海上明珠”擦得更亮」

・ 5 月 7 日 「市府府召開横向経済聯合工作座談会提出　搞好内聯要樹立三個観点」

・ 5 月 8 日 「同安県扶貧工作経験交流会強調　特区扶貧工作要向更高層次発展」

・ 5 月 9 日 「�市領導在第二次内聯工作会議上提出　今年内聯工作要在四個方面有突破

性進展」

・ 6 月 6 日 「�市委市府与駐厦門集団軍召開第十四次聯席会議　商討建軍六十周年紀念

活動内容」

・ 6 月10日 「強化以法治税的重要措施　市人民検察院派駐税務局検察室昨成立」

・ 6 月19日 「�生産資料由分配管理型向商品経営型転化　厦門市鋼材市場昨挙行開業典

礼」

・ 7 月 1 日 「円満結束対新西蘭的友好訪問　厦門市政府代表団昨返厦」

・ 7 月 2 日 「�在改革開放条件下加強党的建設　市委昨召開党員幹部会議，宣布我市整

党工作基本結束」

・ 7 月 5 日 「提高認識　積極扶持　開創我市郷鎮企業新局面」

・ 7 月17日 「『出口加工区和自由港』厦門国際研討会閉幕」
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・ 7 月22日 「衷心的感謝　崇高的敬意」

・ 7 月24日 「経済特区更要做好“三胞工作”」

・ 8 月 1 日 「軍民団結奮戦　共建厦門特区」

・ 8 月 7 日 「深化金融体制改革　繁栄和発展特区経済」

・ 8 月 9 日 「�市府召開深化企業改革、推動双増双節工作会議　推行承包経営責任制　

力争実現“両個突破”」

・ 8 月13日 「�投身改革　艱苦奮闘　為特区建設貢献青春　共青団厦門市第十二次代表

大会勝利閉幕」

・ 8 月29日 「�市社会福利有奨募捐委員会成立　首期社会福利有奨募捐券昨日在我市正

式発行」

・ 9 月 7 日 「市府全面部署今年税収大検査工作」

・ 9 月 9 日 「用改革弁法解決“利改税”存在問題」

・ 9 月20日 「厦門安陽結為友好城市」

・ 9 月21日 「�市体制改革委員会召開拡大会議提出　増強改革意識　加快改革歩伐　推

進特区建設」

・10月10日 「�維護国家和消費者利益　創造良好改革開放環境　我市部署今年財務物価

大検査工作」

・10月10日 「南斯拉夫聯邦議会外交委員会代表団来厦進行友好訪問」

・10月30日 「于若木、杜子端来我市考察」

・10月31日 「発揮婦女優勢　振興農村経済」

・11月 6 日 「以十三大精神為指導加快特区建設歩伐」

・11月 6 日 「�市農村工作会議提出　以十三大為動力深化農村改革　各方配合抓好『五

冬』促明年工作」

・11月17日 「岡崎嘉平太先生来我市訪問」

・11月19日 「美国建東銀行厦門分行昨開業」

・11月19日 「塞拉利昂政府文化代表団訪厦」

・11月23日 「認真学習十三大文件　加快厦門特区改革歩伐」

・11月26日 「厦門瀋陽達成十一個合作協議」

・12月11日 「外派遇難海員対特区建設有貢献　善後処理工作要切切実実地做好」

・12月11日 「全国少数民族経済工作考察団来我市参観考察」

・12月12日 「市領導探望慰問遇難海員家属」

・12月12日 「進一歩開展外引内聯和出口創匯工作」

・12月22日 「�完善社会主義民主政治　発展愛国主義統一戦線　政協市七届一次会議隆
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重開幕」

・12月25日 「部分人大代表与市府領導座談」

・12月31日 「�以改革統攬全局　把厦門経済特区弁得更快更好　市九届人大一次会議勝

利閉幕」

【1988年】

・ 1 月 2 日 「新一届市府領導昨日分赴基層　看望堅持節日工作的同志們」

・ 1 月 5 日 「�厦門地区第十五次軍政聯席会議提出　軍民共建要拓寛新領域　向更高層

次発展」

・ 1 月15日 「以“三来一補”為突破口走国際大循環道路」

・ 1 月15日 「市領導同志走訪慰問貧困戸五保戸」

・ 1 月26日 「習近平副市長就『双登』工作答記者問」

・ 3 月 9 日 「用特区開拓精神搞好住房制度改革」

・ 3 月10日 「鉄嶺厦門両市昨簽署経済技術協作意向書」

・ 3 月11日 「法国墨西哥駐華大使訪厦」

・ 3 月13日 「�本市近50名企業家文芸家昨日聚会　籌備成立厦門特区企業家文芸家聯誼

会」

・ 3 月13日 「以実際行動迎来我国第十個植樹節　我市千余党政軍民上山下島挖穴種樹」

・ 3 月14日 「努力開拓有中国特色的残疾人事業」

・ 3 月23日 「法国企業家代表団訪問我市」

・ 3 月27日 「新西蘭駐華大使訪厦」

・ 3 月27日 「市委市府召開市経済社会発展戦略論証会」

・ 3 月30日 「我市与漢中地区達成経済技術協作協議」

・ 4 月23日 「厦門特区企業家文芸家聯誼会昨成立」

・ 4 月24日 「�拡大労働就業　促進人員流動　増強企業活力　我市挙行労務市場首届綜

合交流大会」

・ 5 月 4 日 「新西蘭政府代表団訪厦」

・ 5 月21日 「幹部人事制度改革的有益探索　労働局実行局長負責制和幹部聘任制」

・ 5 月26日 「�鄒爾均市長在企業家協会会議上要求企業家　用新思惟新方法来建立新的

経済秩序」

・ 6 月 3 日 「市計劃単列基数劃転協調会結束」
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１　はじめに

　1992年2月に調印されたマーストリヒト条約は、各EC（１）加盟国での批准を経た後、

1993年11月に発効し、これによって欧州連合（European�Union:�EU）が創設された。こ

れに伴って、1970年に創設されて以来、EC加盟国間の外交政策協力の枠組みであり続け

てきた欧州政治協力（European�Political�Cooperation）は、EUの共通外交・安全保障政

策（Common�Foreign�and�Security�Policy:�CFSP）に転換することとなった。この転換の

契機は、1990年4月19日に、フランスのミッテラン（François�Mitterrand）大統領と西ド

イ ツ の コ ー ル（Helmut�Kohl） 首 相 が 共 同 で、「 政 治 同 盟 」 に 関 す る 政 府 間 会 議

（Intergovernmental�Conference:� IGC）の開催を求めたことにある。独仏の「政治同盟」

構想の内容は多岐にわたっていたが、「共通外交・安全保障政策」はその中核の一つとし

て位置づけられていた（２）。

　本稿は、独仏の「共通外交・安全保障政策」構想に、イギリスのサッチャー（Margaret�

Thatcher）政権がいかに対処しようとしたのかを分析する。サッチャー政権は「共通外交・

安全保障政策」構想に対して消極的な反応を示したとされる。では、統合の「進歩」に抗っ

た同政権の姿勢を分析することに、いかなる意義があるのだろうか。ここで考える必要が

あるのは、1990年4月の段階で、サッチャー政権は後にEC加盟国が直面することになる問

題に気付いていたことである。

　独仏両国が「共通外交・安全保障政策」を提起してから1年8 ヶ月後、マーストリヒト

条約調印を目前にした1991年12月23日に、国内にクロアチア人コミュニティを抱えるドイ

ツは、ユーゴスラビアからのクロアチアの独立を承認した。だがこれは、12月15日のEC

加盟国外相による合意に背く行動であった。マーストリヒト条約調印を目前にした時期に、

「共通外交・安全保障政策」の最も強力な主唱者だったドイツが単独主義的な行動をとっ

たことは、他の加盟国に大きな衝撃を与えた（３）。

　本論中で示すように、サッチャー首相のみでなく、一般的に「親欧州派」と見なされる

ハード（Douglas�Hurd）外相や、欧州政治協力に携わっていた外交官も、文字通りの「共

通外交政策」は実現不可能だという認識を共有していた。さらに彼らは、文字通りの「共

通外交政策」が含意する事態は、独仏両国にとっても受け入れられないだろうと気付いて

いた。では、こうした認識は、いかなる背景から形成されたのだろうか。

「共通外交・安全保障政策」に対するサッチャー政権の姿勢は、多くの研究において、サッ

チャー首相個人の「欧州懐疑主義的」な「信念」によって説明されてきた（４）。こうした

説明は確かに事実の一面を捉えている。だが、こうした説明からは首相以外の政府内のア

クターの動向が抜け落ちている（５）。また、個人の「信念」に注目するあまり、当時の欧
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州政治協力が実際にどのように活用されており、それに対してイギリスがどのような意義

と限界を見出していたのかが等閑視されている。

　本稿は、サッチャー政権がなぜ「共通外交・安全保障政策」構想に消極的だったのかを

説明した上で、同政権が「共通外交・安全保障政策」構想にいかに対処したのかを示す。

その際、サッチャー首相のみならず、ハード外相や欧州政治協力に携わっていた外交官の

考えにも注目する。また、欧州内外の国際環境の中で、イギリスがEC加盟国による外交

政策協力にいかなる意義と限界を見ていたのかにも注意を払う。

　本稿は、イギリスが「共通外交・安全保障政策」に消極的だった理由の一つとして、同

国が欧州域外世界における欧州政治協力の実態を強く意識していたことを指摘する。欧州

における冷戦終結に直面した独仏が「政治同盟」を目指した一方で、イギリスの視線は欧

州域外の世界、とりわけ帝国としての歴史的経験を有する地域の問題にも向いていた。そ

こでの加盟国の立場の不一致から、ハード外相や欧州政治協力に携わっていた外交官も、

加盟国の外交政策の自立性を制約する取り決めは実現不可能だと見ていたのである。

イギリスは「共通外交・安全保障政策」構想に対処する上で、二つの方策をとった。第

一に、独仏の言行不一致を指摘することによって、加盟国の外交政策の自立性が維持され

ることを確認しようとした。第二に、外務省を中心に、加盟国の外交政策の自立性を維持

しながら、欧州政治協力を強化する提案が作成された。しかし、サッチャーが辞任する

1990年11月まで、イギリスと他の加盟国の立場の相違は残り続けることになるのである。

　２　独仏の論理—冷戦終結と「政治同盟」

　欧州統合の歴史の中で、外交政策協力の緊密化を含んだ連邦主義的な統合構想は、繰り

返し提起されてきた。一つの連邦国家を統合の目標とするならば、それに対応する一つの

外交政策が必要となる。外交政策の自立性は主権の中核に関わるため、統合の最終的形態

を構想する際には、外交政策協力をいかに組織するかが必然的に焦点となった。1980年代

においては、連邦主義的統合を目標とする西ドイツのコール首相が、「政治同盟」の実現

を呼びかけ、それとの関連で「共通外交・安全保障政策」の実現を望んできた（６）。

　しかし、単一欧州議定書の締結後、とりわけ1988年以降、欧州統合の中心的課題は通貨

統合に移っていた。1989年6月のマドリード欧州理事会では、経済通貨同盟（Economic�

and�Monetary�Union:�EMU）を実現するために、IGCの準備を進めることが合意されてい

た。にもかかわらず、1990年の春に「政治同盟」および「共通外交・安全保障政策」が欧

州統合のアジェンダとして復活した背景には、いかなる力学が働いていたのだろうか。
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　時計の針を半年ほど巻き戻そう。1989年の夏以降、欧州の国際政治は大きく変動してい

た。東欧諸国に対するソ連の影響力が失われた結果、ポーランドやハンガリーでは民主化

が進行していた。また、政府が民主化に抗った東ドイツでは、多くの国民が西側に脱出し

ようとし、11月9日にはベルリンの壁が崩壊した。これによって、東西ドイツの統一が欧

州国際政治の最重要アジェンダとして浮上した。

　「政治同盟」および「共通外交・安全保障政策」への機運を高めたのは、こうした欧州

における変化だった。第一に、東西ドイツの統一が視野に入ったことが、欧州統合を深化

させる機運を高めた。西ドイツは欧州における最大の経済大国であり、統一によってその

政治的・経済的影響力は更に強まると見られていた。また、強大化したドイツにおいてナ

ショナリズムが高まることも懸念されていた。こうした中で、欧州の枠組みを強化し、そ

こに統一ドイツを包摂することが必要視されたのである（７）。コール自身も、ドイツ統一

に対する警戒を解くためには、統合欧州にドイツを埋め込むことが必要だと認識してお

り（８）、「政治同盟」を再び欧州統合のアジェンダとすべく働きかけた（９）。

第二に、東欧諸国で共産主義政権が崩壊する中で、欧州共同体の対外政策を強化する必

要性が改めて意識されるようになった。具体的には、東欧諸国が将来的にECに加盟する

可能性が高まる中で、欧州政治協力とECの活動を整合させる必要性が認識された。例えば、

独仏に先立って1990年3月21日に出されていたベルギーの「政治同盟」に関するメモラン

ダムでは、東欧諸国への対応を念頭に置いて、欧州政治協力とECの連携の強化が唱えら

れている（10）。独仏両国による「政治同盟」構想は、ベルギーのメモランダムも参考にし

ながら作成されたと考えられる。

独仏の「政治同盟」構想の背後に以上のような力学があったことは間違いない。ミッテ

ランとコールの共同書簡の中でも、「欧州の政治的建設」を加速させるべき理由として、「欧

州における重大な変化」が挙げられている（11）。しかし、独仏両国の「政治同盟」実現に

向けての熱意には温度差があったことも見逃してはならない。フランスの外交史家ボゾ

（Frédéric�Bozo）は、当時、主として通貨統合に関心を持つフランスと、「政治同盟」の

実現を望む西ドイツの間に、駆け引きが存在したことを明らかにしている（12）。

フランスは、ベルリンの壁崩壊以前から、EMUの実現を望んでいた。1979年に成立し

た欧州通貨制度の下で、EC加盟国間での為替相場の安定は実現されつつあった。だが、

欧州におけるドイツマルクの支配的地位ゆえに、他の加盟国はドイツ連邦銀行の定める金

融政策に合わせる形で金融政策を策定せざるを得なかった。こうした中で、EMUが実現し、

欧州中央銀行が金融政策を策定することになれば、他の加盟国にとって、金融政策の策定

に平等に関与できるという利点があった。また、1980年代中盤以降、EC域内での資本移

動が自由化される中で、為替相場の安定を継続するためにも、単一通貨の創設が必要視さ
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れた。

ミッテランはベルリンの壁崩壊を機に、コールに対してEMUに関するIGC開催に向け

て、準備を加速するように迫った。コールはこうしたフランスの要求を受け入れる一方で、

ドイツ人にEMUを受け入れやすくするためには「政治同盟」が必要だと主張した（13）。「政

治同盟」の内実をめぐっても独仏両国の間には立場の相違があったが、最終的には1990年

4月11日に独仏両国が共同でイニシアティブをとることが合意された。ミッテランとコー

ルの共同書簡では、「政治同盟」に関するIGCを準備することと並んで、EMUに関する

IGCに向けての準備を加速し、EMUと「政治同盟」の双方を1993年1月1日までに実現す

ることが呼びかけられている（14）。コールはドイツ統一を実現するためにEMUに関してフ

ランスに譲歩したが、ミッテランはEMUを実現するために「政治同盟」に関して西ドイ

ツに譲歩したのである。

こうした事情ゆえに、独仏の唱える「政治同盟」の具体的な意味は明確ではなかった。

とりわけ「共通外交・安全保障政策」が、実際のところ何を意味するのかは曖昧だった�（15）。

ベルギーの提案に、東欧諸国への対応を念頭において、欧州政治協力の具体的な改善案が

含まれていたこととは対照的である。また、「政治同盟」構想はドイツ首相府とフランス

大統領府が直接交渉して短期間で合意されたため、日常的に欧州政治協力での実務に携

わっている外務省とは十分な意見調整がなされなかったのだと推測できる（16）。そのため、

独仏両国が実際に起こりうる様々なケースを想定して、望ましい外交政策協力のあり方を

検討したとは考え難い。実際、後に「共通外交・安全保障政策」についての議論が始まる

と、独仏両国の間で立場の相違が目立つことになる。

３　イギリスの論理—欧州の内と外

（１）サッチャーとハードの欧州統合観
　独仏両国が「政治同盟」構想を提起した1990年4月に、イギリスではサッチャー政権が

発足から11年を迎えようとしていた。サッチャーは保守党党首として三度の総選挙に勝利

し、既に戦後イギリスで最も長きにわたって首相を務めていた。他方で、彼女の下で外相

を務めていたハードは、前年秋にメージャー（John�Major）に代わって就任したばかりだっ

た。「政治同盟」構想に対処することになる両者は、いかなる欧州統合観を有していたの

だろうか。

サッチャーは首相在任中、一貫してイギリスのEC加盟継続を主張してきた。彼女は、

単一市場から将来的に得られるであろう経済的恩恵とともに、「反共ブロック」としての
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共同体の政治的意義を重視していたのである（17）。他方で、彼女は野党党首時代から一貫

して連邦主義的統合には反対しており、各加盟国がナショナル・アイデンティティを維持

することを望んでいた（18）。彼女のこうした姿勢は、1988年9月のブルージュ演説によって、

イギリス内外で広く認知されていた（19）。

EC加盟国の外交政策協力に関しては、サッチャーはその意義を認め続けてきた。例えば、

1985年6月のミラノ欧州理事会で、彼女は欧州統合を深化させる方法として、単一市場の

創設とともに、欧州政治協力の強化を提示していた（20）。他方で、彼女は欧州政治協力を

加盟国の外交政策の自立性を損なう方向に発展させることには反対してきた（21）。

サッチャーは、「欧州懐疑主義」的傾向を強めたとされる政権末期においても、欧州政

治協力の意義を認め続けていた。それは、以下の事例からも明らかである。1989年2月14

日に、イランの最高指導者ホメイニー（Ayatollah�Khomeini）は、小説『悪魔の詩』を

著したイギリス人作家ラシュディ（Salman�Rushdie）を「死刑」とするファトワーを出

した。これを受けて、2月20日にEC加盟国は、イランから外交官を引き上げることに合

意した（22）。その翌日にサッチャーは、EC加盟国の外相たちがイランに対して断固たる姿

勢を示したことに感謝の意を示した上で、「それ〔制裁への合意：引用者注〕は欧州共同

体に所属することの価値を示している」と発言している（23）。

　1989年10月26日に、外相に就任したハードは、ヒース（Edward�Heath）元首相の秘書

官を務めた経験もあり、保守党内における「親欧州派」に分類される。彼は、外務閣外相

を務めた1979年から1983年にかけて、欧州政治協力とも深くかかわり、その意義を高く評

価していた。ハードは、1981年に発表した論文の中で、「〔ハード自身が：引用者注〕1952

年に外務省に入省して以来最大の外交手法の変化が、欧州政治協力によって生じている」

と評している（24）。当時、ハードは欧州政治協力の機能強化を必要視しており（25）、彼の主

張は1981年の「ロンドン報告」につながることになる。

　他方で、ハードはサッチャーと同様に連邦主義的統合の可能性には懐疑的だった。彼は、

ヒースの秘書官を務めていた1970年代半ばを振り返って、EC加盟国の「一層緊密化する

連合」に向けての歩みは、やがて自然と停止すると思っていたと回顧している。各加盟国

が独自のアイデンティティを保ちながら、協力のルールと習慣によって結び付けられ、「欧

州合衆国」の存在抜きに欧州が事実上一体化する（26）。ハードにとっての欧州統合はこう

したプロセスを意味していた。

（２）冷戦終結を受けて
　冷戦終結期の欧州国際政治の変動が、「政治同盟」および「共通外交・安全保障政策」

への機運を高めたことは上述の通りである。では、同様の変化は、サッチャーやハードの
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考えにいかなる影響を与えたのだろうか。独仏両国による「政治同盟」構想の背後にあっ

た論理は、どの程度イギリスに共有されていたのだろうか。

サッチャーは、欧州統合の深化は、「ドイツ問題」を解決する方策にはならないと見て

いた。むしろ彼女は、強大化した統一ドイツが欧州共同体を経済的に支配することを恐れ

ていた。彼女は、過小評価されたドイツマルクによって、西ドイツの貿易収支が他の全て

のEC加盟国に対して黒字となっていることを問題視していた。さらに、当時提起されて

いた「社会憲章（Social�Charter）」に関しても、西ドイツによる他の加盟国の競争力を

削ぐための方策だと見ていた（27）�。こうした見方の背後には、独仏を中心に欧州統合が形

作られる様子を目の当たりにしてきたサッチャーの経験もあったのだと考えられる。

　以上のようなサッチャーの考えとは対照的に、外務省内では統一ドイツを「欧州共同体」

の枠組みに包摂することが必要視されていた（28）。ただし、外務省内においても「ドイツ

問題」の解決に、連邦主義的統合が必要だとは考えられていなかった。ハードがサッチャー

に宛てた手紙には、ドイツ統一を理由に共同体の機構改革を求める議論は「誤っている」

と記されている（29）。この問題を詳細に検討した外務省政策企画スタッフの文書には、統

一ドイツの経済的影響力の問題は現状の「共同体」によって解決可能であり、更なる統合

の深化が効力を発揮するわけではないと結論づけられている（30）。

　このように、イギリスは「ドイツ問題」を解決するために「政治同盟」が必要だという

論理を共有していなかった。その一方で、イギリスは、EC加盟国の東欧政策が重要だと

いう点では、他の加盟国と一致していた。サッチャーは、東欧諸国に関する欧州政治協力

の意義を高く評価していた（31）。1989年12月のストラスブール欧州理事会で、彼女は事前

の反対を撤回し、欧州復興開発銀行の創設に同意していた。また、イギリスはベルギーと

同様に、東欧諸国への対応を念頭に置きつつ、欧州政治協力とECの「一貫性」向上を望

んでいた（32）。

（３）欧州域外への視線
イギリスは、欧州統合の最終的目標に照らして欧州政治協力のあり方を構想するのでは

なく、域外世界におけるEC加盟国の役割を漸進的に強化しようとしてきた。上述のように、

東欧諸国への対応を念頭に置いて、欧州政治協力の実際的な強化に賛成したのも、その延

長として理解できる。しかし、欧州政治協力において情報交換や共同行動の対象となって

きた地域は、東欧だけではなかった。むしろ、1980年代の欧州政治協力の活動の重心は、

第三世界にあった。とりわけイギリスは、アフガニスタン、パレスチナ、フォークランド

諸島、南アフリカなど、帝国としての歴史的経験を有する地域で発生した問題に対処する

上で、欧州政治協力を活用してきた（33）。
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イギリス外務省の公式史家であるサーモン（Patrick�Salmon）が指摘するように、東欧

革命やドイツ統一が注目を集めていた時期においても、イギリスは欧州域外で発生した諸

問題に大きな関心を向けていた（34）。1990年の春に、イギリスが特に大きな関心を向けて

いた地域は、中東（とりわけパレスチナ）、中国（とりわけ香港）、南アフリカである（35）。

そのため、「共通外交・安全保障政策」構想に対するイギリスの反応を理解するためには、

東欧だけではなく、これらの地域に関する欧州政治協力の実態も検討する必要がある。

　パレスチナ問題に関して、イギリスはEC加盟国の協調を有益だと評価していたが、完

全に他の加盟国間と立場が一致していたわけではなかった。イギリスは1980年6月以降、 

EC加盟国による「ヴェネツィア宣言」の定める諸原則を支持し続けていた。また、国際

和平会議の開催を求める点でも他の加盟国と立場が一致していた。ただし、イギリスはオ

ラ ン ダ と 共 に、 他 の 加 盟 国 と 比 べ て、 パ レ ス チ ナ 解 放 機 構（Palestine�Liberation

Organization:�PLO）からの要求に冷淡だったとされる（36）。イギリスは、アメリカによる

仲裁の試みに支障をきたすことへの懸念から、PLOに過剰な期待を持たせないよう注意を

払っていたのである（37）。

　中国に関しても同様である。天安門事件後、EC加盟国は共同で中国に対して経済制裁

を実施していた。イギリスにとって、他の加盟国と立場を合わせることには、世論からの

批判を回避できるという利点があった。だが、1997年に迫った香港返還を意識せざるを得

なかったイギリスは、1990年4月までには制裁解除を望むようになっていた。天安門事件

によって高まった香港住民の不安を和らげるために、イギリスは国籍法（Nationality�

Bill）と人権法（Bill�of�Rights）を成立させようとしていた。だが、中国はこれらに否定

的な見解を示しており、イギリスは中国と交渉する必要に迫られた。こうした中で、中国

に対して制裁解除に前向きな姿勢を示すことは、交渉の雰囲気の改善につながると考えら

れた。だが、中国における人権状況を問題視するフランス、オランダ、デンマークなどは、

制裁解除に消極的だった（38）。

　以上二つの事例とは異なり、イギリスの孤立が明確だったのが、アパルトヘイトを実施

していた南アフリカに対する経済制裁の解除である。イギリスは1986年に、国際的な孤立

や英連邦からの追放を回避するために、やむを得ずEC加盟国の枠組みでの経済制裁に参

加していた。1990年2月11日にアフリカ民族会議の指導者であり、長期にわたって収監さ

れていたマンデラ（Nelson�Mandela）が釈放されると、イギリスと他の加盟国の立場の

相違が表面化した。イギリスは直ちに経済制裁の解除を望んだが、他の加盟国は慎重な姿

勢をとった。この時点ではまだアパルトヘイトが完全に撤廃されたわけではなかったため、

反アパルトヘイト運動は経済制裁の継続を求めてEC加盟国政府に対してロビー活動を展

開していた（39）。イギリスは制裁を解除する前に、形式的に他の加盟国と協議したものの（40）、
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他の加盟国を「無視した」と報道された（41）。

　南アフリカに対する制裁解除をめぐってイギリスの孤立は際立っていたが、欧州政治協

力の歴史において、イギリスだけが少数派の立場を経験してきたわけではなかった点には

注意が必要である。他の多くの加盟国も、イギリスほど大きくはないにせよ、欧州域外世

界に独自の利害を有していたのである。例えば、1985年から翌86年にかけては、南アフリ

カに対する経済制裁の実施に、西ドイツがイギリスと並んで反対していた（42）。また、

1980年には、フランスの反対によって、EC加盟国によるアフガニスタン中立提案が挫折

を余儀なくされていた（43）。1982年にフォークランド戦争が起こった際には、イタリアと

アイルランドがアルゼンチンに対する経済制裁から離脱し、共同体の「結束」を乱してい

た（44）。だがこうした経験は、東欧革命やベルリンの壁崩壊の衝撃ゆえに、連邦主義的統

合を望む政治家の意識の中で後景に退いていたのだろう。

　冷戦終結期においても欧州域外世界の諸問題に向き合っていたイギリス外務省は、こう

した欧州政治協力の実情を踏まえた上で、「共通外交・安全保障政策」構想に向き合った

と考えられる。独仏の「政治同盟」構想が提起される直前の1990年1月には、1987年から2

年半にわたって政務局長（Political�Director）として欧州政治協力に関わったフレットウェ

ル（John�Fretwell）が、欧州政治協力はイギリス外交の重みを増し、批判からの隠れ蓑

にもなりうるが、文字通りの「共通外交政策」の実現は不可能だと評している。彼は、と

りわけ、欧州政治協力への多数決の導入はイギリスにとってのみでなく、他の加盟国にとっ

ても受け入れられないだろうと語っていた（45）。

４　イギリスの反応

（１）「政治同盟」構想の提案を受けて、1990年4月―6月
イギリス外務省は、1990年の4月初頭までに、独仏両国が欧州共同体の機構改革に関し

て何らかの提案をすることを察知していた。これを受けて、ハードはサッチャーに以下の

ように進言した。イギリスには機構改革についての議論を阻止できない。かといって、議

論をボイコットすることや、何のアイデアもなしにただ議場に座っているのは愚かである。

また、単にネガティブに反応すれば、国内政治の面でも、欧州政治の面でも、対米関係の面

でも、政権にとって損失となる。そのため、イギリスは独自のアイデアを練り上げる必要が

ある、と（46）。

サッチャーは、当時を振り返って、自身がいかなる意味での「政治同盟」にも反対して

いたと回顧している（47）。しかし、これは必ずしも正確ではない。当時のサッチャーは「政
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治同盟」に正面からは反対していなかった。彼女は、4月28日の欧州理事会において、加

盟国外相が「政治同盟」について検討することを受け入れ、6月25―26日の欧州理事会では、

「政治同盟」に関する政府間会議の開催を受け入れている。

　むしろ、サッチャーが目指したのは、「政治同盟」が何を意味しないのかを決めること

であった（48）。「政治同盟」についてのEC加盟国首脳による最初の議論は、4月28日に開催

されたダブリン欧州理事会の昼食の場でなされた。サッチャーは、「政治同盟」の定義の

曖昧さを指摘した上で、「政治同盟」が加盟国のナショナル・アイデンティティの喪失を

意味しないことを確認しようとした（49）。彼女は、「政治同盟」に関する議論が多分にレトリッ

クの問題となっていることを理解していたと思われる（50）。だが、彼女は、イギリス国内

において「政治同盟」という言葉がもたらしている不安を解消する必要があると考えてい

たのである。当時、こうしたサッチャーの方針は、ハードからも歓迎されていた（51）。

「共通外交・安全保障政策」に関して、イギリスが懸念していたのは、この構想によっ

て加盟国の外交政策の自立性が失われることだった。この段階で「共通外交・安全保障政

策」が何を意味するのかは曖昧だったが、イギリスはこの構想が外交政策協力への特定多

数決の導入につながることを懸念していた（52）。特定多数決が導入されれば、イギリスの

立場が加盟国内で少数派となった場合に、望まない決定を受け入れざるを得なくなるため

である。南アフリカ問題に対する制裁解除をめぐって、イギリスは少数派の立場を経験し

たばかりだった。同様の理由から、イギリスは、欧州政治協力を欧州委員会の権限の下に

置くことにも反対していた（53）。

サッチャーは、4月28日の欧州理事会で、「政治同盟」が、各国が個別に外交政策上のイ

ニシアティブをとる権利を制約しないことを確認しようとした。その際、彼女は、リトア

ニア独立問題に関する独仏の単独行動を例に挙げた。この問題に関して、4月21日にEC加

盟国が共同で声明を発表した一週間ほど後に、独仏両国は他の加盟国との協議抜きに独自

のイニシアティブをとっていた（54）。こうした独自行動に対しては、いくつかの加盟国か

ら懸念の声があがっていたが（55）、サッチャーはむしろこれを加盟国の行動の自由が保障

される証拠として歓迎した（56）。

　こうしたサッチャーの姿勢は、イギリス政府内において決して特異な立場ではなかった。

イギリス外務省内には、連邦主義的統合を望んでいる加盟国が、果たして文字通りの「共

通外交・安全保障政策」を受け入れられるのかを疑問視する声があった。例えば、EC常

駐代表のハネイ（David�Hannay）は、独仏両国にとっても、自らの「機会主義的な動き」

が含意することの全てを受け入れるのは困難だと見ていた（57）。

　以上のようにEC加盟国の外交政策の自立性を維持しようとしたイギリスだが、欧州政

治協力の改善を全く望んでいなかったわけではなかった。むしろ、1980年代において、イ
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ギリスは欧州政治協力の機能強化を主導してきた。EC加盟国の外交政策協力の「発展」を、

「政府間主義」から「超国家主義」への移行として捉えるのは一面的である。イギリスは

欧州政治協力の活動の実態を踏まえた上で、欧州政治協力とECの「一貫性」、緊急事態に

際しての「即応性」、議長国の交替に際しての「継続性」を向上させようとしてきた（58）。

1987年に設立された欧州政治協力の事務局も、大部分でイギリスの制度設計に基づいてい

た（59）。

　5月10日に開催された国防及び対外政策委員会では、「欧州政治協力の主導的な設計者と

してのイギリスの役割を維持する」必要があることが確認された（60）。欧州政治協力の強

化に関して独自のアイデアを提示することには、加盟国の自立性を制約するような提案に

抵抗しやすくなるという利点があった。加えて、東欧諸国と欧州共同体の関係を発展させ

るためには、欧州政治協力の強化、とりわけECとの「一貫性」の向上が必要だと考えら

れた（61）。

　4月の段階で外務省は、加盟国の外交政策の自立性を維持しながら、欧州政治協力を強

化するための方策を検討していた。第一に挙げられているのは、事務局の強化である。具

体的には、人員を増やすことでイギリス外務省からの出向者が常に事務局にいられるよう

にし、欧州委員会から職員を出向させることでECとの「一貫性」が向上させることが目

指された。他には、政治委員会では重要な事項のみを議論すること、閣僚レベルの会議で

欧州政治協力とECの区別をなくすこと、第三国における大使館の協力を強化すること、

アメリカ、日本、カナダなどの第三国とのコミュニケーションを強化することが挙げられ

ている（62）。

　6月には、ハードが各加盟国の主要紙に「政治同盟」についての見解を発表した。その中

では、欧州政治協力を強化する方策として、事務局の強化、欧州政治協力と外相理事会の調

整、第三国における加盟国の大使館の緊密な統合が挙げられている。他方で、「コンセンサ

スを維持しながら、注意深く前進しなければならない」とも付け加えられている（63）�。

（２）政府間会議に向けて、1990年9月―11月
　6月のダブリン欧州理事会での決定を受けて、1990年9月以降、「政治同盟」に関する

IGCの準備のために、各EC加盟国外相の特別代表（special�representative）たちが意見交

換を始めた。「政治同盟」の様々な側面について議論がなされたが、外交政策協力のあり

方もその中心的論点の一つだった。

　夏の間に、イギリス外務省は、欧州政治協力の強化について記された非公式の文書を準

備していた。そこでは、EC諸機関の権限拡大や多数決の導入を回避しながら、欧州政治

協力を強化することが目指されていた。具体的な案としては、事務局の人数を二倍にして
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欧州委員会からの職員の出向を認めること、外相理事会（Foreign�Affairs�Council）で欧

州政治協力の議論を行うこと、第三国での協力を強化すること、アメリカ、日本、カナダ

との事務局の繋がりをより体系的にすることなどが盛り込まれたと考えられる（64）。イギ

リスは、この文書を9月13日に開催された特別代表の会合で回覧した（65）。

しかし、他の加盟国との立場の隔たりは大きかった。多くの加盟国は、欧州政治協力を

ECの枠組みに組み込むことを望んでいた。また、全面的にではなくとも、何らかの形で

特定多数決を導入することを望む加盟国は多かった（66）。こうした案はイギリスにとって

受け入れられなかった。

　9月18日には議長国イタリアが、西欧同盟（Western� European� Union:� WEU）をECに

組み込む構想を提起した。この提案の背景には、8月にイラクがクウェートに侵攻したこ

とによって、防衛協力への関心が高まっていたことがある（67）。10月6―7日にイタリアのアー

ゾロで開催された非公式外相会議の場で、イタリアの構想を支持したのはベルギーだけ

だったが（68）、防衛協力に関する議論はその後も続くことになる。

イギリスは、何らかの形で欧州の防衛アイデンティティを発展させることが必要だと考

えていたが、EC自体が防衛政策を持つことには反対していた。EC自体が防衛政策を持て

ば、北大西洋条約機構（North�Atlantic�Treaty�Organization:�NATO）の結束が弱まると

考えられたからである。イギリスは、冷戦後も侮れない軍事力を持ち続けるソ連と向き合

うためにも、欧州域外世界から新たな脅威に対処するためにも、NATOの枠組みを維持

することを望んでいた（69）。むしろイギリスは、NATOとECをリンクさせる存在とし

てWEUを位置付けようとしていた。サッチャーは、NATOの統合軍事機構にフランスが

含まれていないことを問題視しており、WEUとNATOの連携がこの問題を解決する方法

になりうると見ていた（70）。

　こうした意見の相違の中で、10月27日から翌28日にかけて、サッチャーは、彼女にとっ

て最後となる欧州理事会に出席した。ローマで行われたこの会議では、「政治同盟」に関

する様々な意見が飛び交った。コールはEMUと「政治同盟」が表裏一体であることを強

調した。その上で、「我々は、共通対外・安全保障政策抜きにして、政治同盟を達成する

ことはできないのです」と、従来からの考えを述べた。他方で、ミッテランは対外政策に

関する各加盟国の「声」は維持されることになるだろうと、やや慎重な姿勢を示した。ま

た、デンマークとアイルランドは、EC加盟国の防衛協力に反対する姿勢を示した（71）。

サッチャーは、機構改革だけではなく、「利用可能な力を適切に使うこと」が重要だと

強調した。欧州政治協力に関しては、「喜んで改善したい」と述べた一方で、各加盟国に

は独自の国益が存在するという理由から、各国の外交政策を「単一の鋳型」に押し込むこ

とには反対の姿勢を示した。またサッチャーは、防衛協力におけるNATOの重要性を強
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調することも忘れなかった（72）。ローマ欧州理事会の議長総括には、「共通外交・安全保障

政策」という目標に関するイギリスの留保が記されることとなった（73）。

　だが、サッチャーはIGCの場での困難な交渉を経験することはなかった。彼女は、10月

30日に、下院での質疑の中で「ドロール氏は先日記者会見で欧州議会を共同体の民主的機

関とし、欧州委員会を執政府とし、閣僚理事会を上院とすると述べました。ノー、ノー、

ノー。」と発言した（74）。これを聞いたハウ副首相は辞任を決意した。その後行われた党首

選の一回目の投票でサッチャーは過半数からの支持を得られず、彼女の党内での求心力は

低下した。閣僚との協議の末、サッチャーは11月22日に辞任を決意し、28日に官邸から去っ

た。その後のEMUと「政治同盟」に関する困難な交渉は、ハード外相と後任のメージャー

首相に託された。

５　おわりに

　以上論じてきたように、サッチャー首相とハード外相の「共通外交・安全保障政策」に

対する姿勢は、かなりの程度一致していた。欧州における冷戦終結に直面した独仏が「政

治同盟」を目指した一方で、イギリスの視線はヨーロッパ域外世界、とりわけ帝国として

の歴史的経験を有する地域の問題にも向いていた。そこでの協力の実態から、イギリスは

文字通りの意味での「共通外交政策」を実現することの困難さに気付いていた。

　他方で、イギリスはEC加盟国間での外交政策協力の意義自体は認めており、欧州政治

協力のあらゆる改良に反対していたわけでもないことには注意が必要である。1980年代の

欧州政治協力の活動の重心は、第三世界、とりわけイギリスが帝国としての歴史的経験を

有する地域にあった。そのため、イギリスは欧州政治協力から恩恵を受ける機会も多かっ

た。そして、こうした域外世界での活動を念頭において、イギリスは欧州政治協力の実際

的な強化を主導してきたのである。

イギリスは「共通外交・安全保障政策」構想に対処する上で、二つの方策をとった。第

一に、独仏の言行不一致を指摘することで、加盟国の外交政策の自立性が維持されること

を確認しようとした。第二に、外務省を中心に、加盟国の外交政策の自立性を損なわない

形で欧州政治協力を強化するために、欧州政治協力とECの「一貫性」の向上や、事務局

の拡大を提案した。だが、イギリスと他の加盟国との立場の隔たりは残り続けた。

　「共通外交・安全保障政策」構想への対応に際して、サッチャーの個性が発揮された面

があるとすれば、それは政策上の選好よりも外交手法にある。メージャー政権成立後に引

き続き「政治同盟」に関する交渉を任されたハード外相は、加盟国の外交政策の自立性を
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制約しない形での合意を目指した。ここには、サッチャー政権期からの連続性を見て取れ

る。ただし、サッチャーとは異なり、ハードは他の加盟国から対話可能な人物だと見られ

ていた。外交官としての経験もあるハードは、サッチャーの嫌った「妥協」を細部で重ね

ながら、イギリスにとって受け入れ可能な条約をまとめることに成功したのである（75）。

　欧州政治協力は、1970年に創設されて以来、欧州共同体域内の論理と、域外世界の論理

が交錯する場であり続けてきた。1980年代においては、「共通外交政策」を連邦主義的統

合の中核として位置付ける機運が高まり、その流れは冷戦終結を受けて頂点に達した。他

方で、欧州政治協力は共同体域外の世界で生じた問題に対処する上で活用されており、そ

こでの加盟国の立場の相違は冷戦終結によっても解消されなかった。こうしたEC加盟国

の外交政策協力の両義性は、冷戦終結後も残り続けることになる。
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１．はじめに

　1940年5月10日、ドイツ軍はベルギー・オランダ・ルクセンブルクの侵略を開始した。

これにより西部戦線における膠着状態、いわゆる「奇妙な戦争（Phoney�War）」は終焉

を迎えた。ドイツ軍の電撃戦（blitzkrieg）によって連合軍は大敗し、フィリップ・ペタ

ン元帥（Philippe�Pétain）率いるヴィシー政府は6月22日にドイツと、24日にイタリアと

休戦協定を締結した（１）。

　ところが、フランス陸軍のシャルル・ド・ゴール将軍（Charles�de�Gaulle）はフランス

の敗北を認めずイギリスに亡命し、枢軸国に対するフランス人の抵抗運動である自由フラ

ンス（Free�France）を組織した（２）。フランス外交史研究者の宮下雄一郎は、これにより

フランスは2つの「フランス」に分裂したと主張している（３）。

その後、イギリス政府はド・ゴールを「連合国の大義の下に集う全ての自由なフランス

人の指導者」として承認し、ヴィシーとは外交関係を断絶した（４）。他方で、アメリカ政

府はヴィシー政府を正統なフランス政府として承認し続け、自由フランスを冷遇した。

　これにより、イギリス政府にとって困難な状況が生じた。イギリス政府はアメリカ政府

との間に緊密な協力関係を築くことを試みていた。だが、他方でイギリス政府は自由フラ

ンスを支援し、フランスを大国として再興させることが望ましいと考えていたからである。

そのため、英米は異なる対「フランス」政策を1942年11月まで取っていたが、1942年11

月に連合軍が北アフリカ上陸作戦を決行し、独伊がヨーロッパ大陸のフランス本土全体を

占領すると状況は一変する。ヴィシー政府は傀儡政権となり、フランスには正統な政府が

不在という状況になったのである（５）。

　これにより、フランス問題（the�French�problem）が生じた。フランス問題とは、将来

のフランス政府の組織に関して英米の間で合意が得られていない状況を指す（６）。1940年

12月から1945年までイギリスの外相を務めたアンソニー・イーデン（Anthony�Eden）が

述べたように、英米仏の三角関係は「第二次世界大戦における主要な問題」になった（７）。

アメリカ大統領のフランクリン・ローズヴェルト（Franklin�Roosevelt）を中心として

アメリカ政府は、新たなフランス政府はフランス国民が選挙で選ぶべきであり、それまで

の間は連合軍がヨーロッパ大陸のフランス本土を統治すべきことだと主張した。それに対

してイギリス外務省を中心としてイギリス政府は、自由フランスに新たなフランス政府の

組織を主導させるべきだと主張した。最終的に、1944年6月に自由フランスはフランス共

和国臨時政府へ発展し、同年10月に英米ソの三大国は同政府を正統なフランス政府として

承認した。

イギリス外交史研究者のデイヴィッド・レイノルズ（David�Reynolds）は、1940年のフ
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ランス崩壊によってイギリス外交の主軸は英仏関係から英米関係へ移ったと主張してい

る（８）。それではなぜ、イギリス政府はフランス問題においてアメリカ政府と対立するこ

とを選んだのだろうか。また、先行研究は対「フランス」政策をめぐる英米関係について、

イギリス政府のアメリカ政府に対する譲歩を強調しすぎるきらいがある（９）。

従って、本稿は英米が新たなフランス政府の組織に関する議論を始めた1943年から英米

ソがフランス共和国臨時政府を正統な政府として承認した1944年10月までの期間に焦点を

当て、フランス問題の解決においてイギリス政府が果たした役割を明らかにする。

２．フランス問題の発生

　1940年5月10日、ドイツ軍が西部戦線における大攻勢を開始したことにより、西部戦線

の膠着状態は破られた。連合軍はドイツ軍の電撃戦と自身の戦略ミスによって大敗を喫し、

絶望的な状況に追い込まれた（10）。その後、連合軍はフランス北部のダンケルクからイギ

リス本土への撤退作戦において奇跡的な成功を収めたが、ヨーロッパ大陸の戦況が覆るこ

とはなかった。

　結果として、徹底抗戦を主張していたフランス首相のポール・レイノー（Paul�

Reynaud）は失脚した。そして、休戦を主張していたペタンが後任を務め、6月22日にド

イツと、24日にイタリアと休戦協定を締結した。

他方で、フランス陸軍のド・ゴール将軍はイギリスへ亡命して、フランス人の枢軸国に

対する抵抗運動である自由フランスを創設した。これを受けてイギリス首相のウィンスト

ン・チャーチル（Winston�Churchill）は、ヴィシー政府に対抗する新たなフランス政府

をド・ゴールを中心として組織することを考えたが、有力なフランス人はド・ゴールのも

とへ集まらなかった。従ってイギリス政府は6月28日にド・ゴールを、「どこにいようとも

連合国の大義のもとに集う全ての自由なフランス人の代表」という曖昧な文言で承認し

た�（11）。

　その後、1940年7月にイギリスは、フランス艦隊を枢軸国が奪取することを防ぐために、

フランス領北アフリカのオランに停泊している艦隊を攻撃した。これによって、ヴィシー

政府はイギリス政府との外交関係を断絶した。それからイギリス政府は、フランス領から

支持を集めることに苦戦していた自由フランスを一時的に冷遇していたが、1941年半ば頃

にはフランス領における自由フランスの支持が大幅に拡大していたため、外務省は一転し

て自由フランスを支援するようになった（12）。

　対照的にアメリカ政府は、ヴィシー政府が英米にとって好ましい行動を取る可能性を捨
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てきれずに、ヴィシー政府との外交関係を保ち続けた。それどころかアメリカ政府は、ヴィ

シー政府へ恩を売ればヴィシー政府はその恩を返すだろうという楽観的な考えに基づき、

フランス領北アフリカに経済支援を行っていた（13）。

外務省はヴィシー政府に対して下手に出ることに反対していたが、国務長官のコーデル・

ハル（Cordell�Hull）はそのような意見を聞き入れる態度を見せなかった。ハルは、「アメ

リカが通りの片側を歩いている一方で、イギリスが通りの反対側を歩くことが望ましい」

と発言している（14）。

　このような英米間での対「フランス」政策の乖離という問題は、双方が「通りの反対側

を歩く」ことによって棚上げされてきたが、1942年11月に連合軍が北アフリカ上陸作戦を

決行すると事態は一変した。独伊がヨーロッパ大陸のフランス本土全体を占領し、ヴィシー

政府は傀儡政権となったのである。これにより、ヨーロッパ大陸のフランス本土を解放し

た後に、どのような統治を行うかという問題について英米は本格的な議論を開始する必要

に迫られた。

３．フランス問題をめぐる英米の対立

　独伊がヨーロッパ大陸のフランス本土全体を占領すると、偶然北アフリカに居合わせた

ヴィシー政府の要人であるフランソワ・ダルラン提督（François�Darlan）がフランス領

北アフリカにおいて権力を掌握した。そして、彼はペタンの後継者を自認したが、1942年

12月24日に彼は暗殺された。

　連合軍はすでにフランス本土の一部であるアルジェリアに進出し、かつヨーロッパ大陸

のフランス本土に上陸する作戦（後のノルマンディー上陸作戦）の計画も立てていたため、

ヨーロッパ大陸のフランス本土を独伊の支配から解放した後、どのようにして統治すべき

であるかという問題について議論を始めた。

ローズヴェルトは、新たなフランス政府はフランス国民が選挙によって選ぶべきであり、

それまでの間連合軍がフランス本土を統治すべきであると主張した（15）。ローズヴェルト

の考えでは、フランスは1人で歩くことのできない赤ん坊のようなものであり、そのため

彼は連合国が「信託統治（trusteeship）」のような形で、1人で歩けるようになるまでフラ

ンスを統治すべきであると論じている（16）。

また、そもそもローズヴェルトは戦後にフランスを大国として再興させるべきではない

と考えていた。ローズヴェルトはイーデンと会談を行った際に、戦後のヨーロッパにおけ

る武力は英米ソの三大国に集中させるべきであり、「小国」には小銃より強力な武器を持
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たせるべきではないと発言している（17）。

　しかし、外務省にとってこのようなローズヴェルトの構想は到底受け入れられるような

ものではなかった。外務省は、フランスを再興させることで戦後のヨーロッパ大陸に力の

真空が発生することを防ぐべきだと考えていたのである。イーデンは1943年1月16日に戦

時内閣に提出したメモランダムにおいて、フランスを大国として再興させるべきだと主張

している。なぜなら、「再興したフランスの支援がなければ、ドイツが再びヨーロッパ大

陸の支配を試みた際に、それを防ぐことが極めて困難になるから」である（18）。

また、そもそもイーデンはアメリカ政府を心から信頼していたわけではなかった。イー

デンはアメリカ政府にヨーロッパ秩序の再建を主導させるべきではないと考えていた。

ヨーロッパ政治に関する知識も経験も持たないアメリカ政府にヨーロッパ秩序の再建を主

導させれば、不安定な戦後ヨーロッパ秩序が築かれるとイーデンは考えていたからであ

る（19）。それに加えて、イーデンの伝記を執筆したイギリス政治外交史研究者のデイヴィッ

ド・ダットン（David�Dutton）は、「イーデンを反米的であると描くことはおそらく妥当

であろう」とすら主張している（20）。

アメリカ政府は、ド・ゴールよりも階級が上で政治的野心を持たないアンリ・ジロー将

軍（Henri�Giraud）を自由フランスの指導者とし、ド・ゴールを更迭することを目論んだ。

しかし、外務省はこういった試みに抵抗し、次第にチャーチル以外の戦時内閣の閣僚も外

務省の主張に同意するようになった。

　1943年5月、ワシントンを訪問していたチャーチルはローズヴェルトからド・ゴールの

更迭を打診され、戦時内閣にそのような提案をした。だが、戦時内閣はこのようなチャー

チルの提案に反対した。この頃までに戦時内閣の閣僚は、フランス国民の多くはド・ゴー

ルを支持していると信じており、無理やりド・ゴールを更迭すれば戦後の英仏関係は極め

て悪いものになると考えるようになったのである。

　労働党の党首であり副首相でもあるクレメント・アトリー（Clement�Attlee）は、ド・ゴー

ルの支持者は英仏協商（the�Entente）を象徴しているとまで発言している。従って、戦

時内閣の閣僚は一致団結してチャーチルの提案に反対し、これによってド・ゴールの更迭

は避けられた。

　それから、チャーチル以外の戦時内閣の閣僚は外務省の主張を全面的に支持するように

なった。そして、イギリス政府の支援を受けたド・ゴールはジローとの権力闘争に勝利し、

自由フランスの唯一の指導者となった。ところが、それでもローズヴェルトは自由フラン

スが新たなフランス政府の組織において中心的な役割を果たすことを認めようとせず、フ

ランス問題の解決は1944年10月を待たなければならなかった。
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４．フランス問題の終焉

　1944年6月6日、連合軍はノルマンディー上陸作戦を決行した。それに先立ってド・ゴー

ルはフランス共和国臨時政府の設立を宣言し、連合軍がヨーロッパ大陸のフランス本土を

ドイツの支配から解放するとその事実上の（de facto）の統治を始めた。

フランス国民の多くはフランス共和国臨時政府による統治を迎え入れたため、イギリス

政府はフランス共和国臨時政府を正統なフランス政府として承認することを主張したが、

それでもローズヴェルトは首を縦に振ることはなかった。ローズヴェルトはあくまで、新

たなフランス政府はフランス国民が選挙によって選ぶべきだと考えていたのである（21）。

　国務省やアメリカの統合参謀本部も当初は自由フランスを冷遇していたが、フランス国

民がフランス共和国臨時政府による事実上の統治（de�facto）を迎え入れているという事

実を受け、アメリカ政府はフランス共和国臨時政府を正統なフランス政府として承認すべ

きだと主張するようになる。

陸軍長官のヘンリー・スティムソン（Henry�Stimson）は日記に、「私は、ローズヴェ

ルトの立場は論理的にも理論的にも正しいが、現実的ではないと考えている」と記してい

る。フランスのような巨大な国の選挙を管理することは極めて困難であり、また、内政干

渉の誹りを受ける可能性すらあるとスティムソンは考えたのである（22）。ノルマンディー

上陸作戦の司令官を務めていたドワイト・アイゼンハウアー将軍（Dwight�Eisenhower）

も、ド・ゴールを力づくで排除すれば、フランスは混沌に陥るだろうと主張している（23）。

　そして、10月になるとローズヴェルトとの関係を極めて重視してきたチャーチルですら、

フランス共和国臨時政府を正統なフランス政府として承認する時が来たとローズヴェルト

を諭している（24）。彼らの説得を受けたことや、フランス共和国臨時政府によるヨーロッ

パ大陸のフランス本土の統治が確立しつつあったこともあり、ローズヴェルトフランス共

和国臨時政府を正統なフランス政府として承認することを認めた。

　10月23日、アメリカ政府、イギリス政府、ソ連政府はフランス共和国臨時政府を正統な

フランス政府として承認した。これによりフランス問題は終焉を迎え、英米ソはフランス

に戦後国際秩序においてどのような役割を与えるかという問題について1945年2月のヤル

タ会談で議論することになる。
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５．おわりに

イギリス外務省は、フランスを大国として再興させることによって戦後のヨーロッパ大

陸に力の真空が発生することを防ごうとした。アメリカが戦後どのような外交を行うかわ

からない中で、フランスを再興させることはヨーロッパ秩序の安定化に大きく貢献するだ

ろうと彼らは考えたのである。そのため、外務省はフランス国民から幅広く支持を受けて

いる自由フランスに新たなフランス政府の組織を主導させることで、分裂したフランス人

を団結させ、それによってフランスの再興を促進することを試みたのである。

　だが、ローズヴェルトを中心としてアメリカ政府はそのような外務省の主張に反対した。

ローズヴェルトは、フランスは1人で生きていけない赤ん坊のようなものであるため、1人

で歩けるようになるまでフランスは連合国が統治すべきだと主張したのである。

　しかし、外務省にとってそのような主張は認められるものではなかった。そのようなこ

とをすればフランスの再興は遅れるし、何よりフランス人が英米、とりわけイギリスに対

して不信感を抱くようになるからだ。チャーチル以外の戦時内閣の閣僚は次第に外務省の

主張に賛同するようになり、最終的にチャーチルも彼らの主張を支持した。

　結果として、ローズヴェルトもフランス共和国臨時政府を正統なフランス政府として承

認することを認め、英米ソの三大国がフランス共和国臨時政府を正統なフランス政府とし

て承認した。この後、1945年2月のヤルタ会談において、戦後国際秩序におけるフランス

の役割に関する議論を英米ソは交わすが、1944年10月にフランス共和国臨時政府が正統な

政府として承認されたことは、そのための土壌を作り上げたのである。

注

（１�）ペタン率いる政府が拠点を南仏のヴィシーに移したのは1940年7月のことであるが、本研究
では表記ゆれを避けるために、同政府を言及する際には一貫して「ヴィシー政府」という呼
称を用いる。それに加えて、イギリス政府はヴィシー政府を言及する際に、「ボルドー政府（ペ
タン率いる政府がヴィシーに移動する前にはボルドーに滞在していたため）」や「ペタン元帥
の政府」などの呼称を用いることもあったが、同様の理由から、イギリス政府の視点を論じ
る際にも「ヴィシー政府」という呼称を一貫して用いる。

（２�）自由フランスは1942年夏に「戦うフランス（Fighting�French）」と改称するが、表記ゆれ
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問題意識

　1949年7月27日劉少奇ら中国共産党代表団のモスクワ訪問を記念した宴席で、スターリ

ンは中国革命の勝利を祝った。同席したスターリンと毛沢東の連絡役である中国共産党中

央委員会総顧問、イヴァン・コヴァリョフ（Ivan�Kovalev）によれば、スターリンは以下

のように述べたという。

「（前略）革命の中心は西から東へ移ってきており、今や中国と東アジアに移っている。あ

なた方は今や既に重要な役割を果たしているが、もちろん傲慢になってはいけない。しか

し同時に、あなた方の責任は一段と大きくなった。あなた方は東アジア諸国における革命

に対して義務を果たさなければならない（１）」。

スターリンのこの発言は、中ソ二国による東アジアにおける革命運動に関する義務分担

を示すものだが、中国が革命運動の援助において主導的な役割を果たす東アジア諸国のな

かに、果たして朝鮮半島は含まれていたのだろうか。

　この点について中国の冷戦史研究家である沈志華は中国とソ連の合意によって、中国が

ヴェトナムを担当し、ソ連が北朝鮮を担当することが決められたと主張している（２）。

　陳兼も、朝鮮半島の北部はソ連の軍事支配下に入っており、朝鮮は北京よりもモスクワ

の責任範囲であると呼ばれていたから、朝鮮はスターリンの述べた東アジアにおける革命

の「唯一例外」であるように思われると論じている（３）。

　一方、ソ連共産党の朝鮮問題専門家であったトカチェンコ（Vadim�Tkachenko）�は、 

1949年10月1日中華人民共和国の成立と同時期に、モスクワの指導部内で極東の安全保障

の確保を中国に委任する決定がなされたと述べている。ここで示された極東とは朝鮮と

ヴェトナムであり、これら二国の安全保障を中国が擁護する取り決めがなされたという（４）。

トカチェンコはこの決定について具体的な日付などを明らかにしているわけではないが、

中国とソ連では北朝鮮を互いに相手の責任範囲としていることがわかる。

　以下では、1949年からの中国の安全保障政策と東アジアにおける革命運動支援との関連

性に触れながら、中国・ソ連という二つの国家にとって、東アジアの革命運動において北

朝鮮は自国の責任範囲であったのか否か、またその立ち位置が国際環境の変化に伴ってど

う推移していったのかを検討する。
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１　中ソ二国の安全保障戦略と朝鮮半島

　まず中国の安全保障上の利益を考える際に注意しなければならないのは、毛沢東たちに

とって「危険」という感覚は他国のそれと異なり、中国の共産主義革命の性質と影響に密

接に関わるものだという点である。在米中国人研究者の陳兼は、中国の安全保障観を次の

ように特徴づけている。

　第一に、毛沢東らは国際世界において、中国を中心的なアクターに変化させたいという

願望を抱いていたが、建国当初の中国にはそうした役割を担えるだけの地位も国力もな

かった。したがって、中国が脆弱な国から強い国になるまで、彼らは中国が安全保障上危

険な状態にあると感じ続けることになるのである。

　第二に、自分たちが中国革命の重要性を強調すればするほど、西側や米国の脅威を感じ

て危険が損なわれているように感じることである。これは毛沢東らが、中国と米国の対決

を国際世界における主な対立だと見なしていたことに大きく起因する。

　第三に、中国国内の革命運動の原動力を維持する必要性が関係していた。帝国主義諸国

の脅威に対する不安を与えることによって大衆を革命運動に動員する必要があったのであ

る（５）。

　また毛沢東たちは、中国自身の安全と隣接する地域の安全との繋がりに特別の関心を

払っていた。彼らは中国が伝統的に宗主国となっていた地域、特に朝鮮半島とインドシナ

の防衛を重視してきたのであった。これら両地域は中国の安全保障上の利益に特別なつな

がりがあると捉え、台湾と共に、米国と直接対峙する可能性が最も高い地域として考えて

きたのであった（６）。　

　一方、ソ連の朝鮮半島に対する対応はいかなるものであったか。

　まず南北対立という固有の問題を抱える朝鮮半島という地域に対してソ連が果たした役

割は、朝鮮半島北部にソ連に敵対的でない政権から成る国家を成立させたこと、そして朝

鮮人民軍の創設にはじまり、軍事支援を行ったことである。

ソ連政府の役割は、朝鮮半島北部からソ連軍が撤収することによって生ずる軍事力の空

白を埋めるべく、北朝鮮の軍隊に自国を防衛するに足る戦力を与えることであった。

　しかしながら、在平壌ソ連大使の任にあったシュトゥイコフ（Terentii�Shtykov）の度

重なる要請にも関わらず、ソ連による軍事支援はなかなか進まなかった。

　たとえば1949年4月20日、シュトゥイコフはスターリンへの電報で、北朝鮮の戦闘準備

不足を訴えている。「（前略）設備の大部分はすでに送られてきたが、これまでに専門家は

派遣されてきていない。つまり、ソ連政府の決定は実現されていないばかりか、朝鮮にお

ける兵器および弾薬の製造は立ち上がっていないということだ（７）」。
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　更に同年6月22日、シュトゥイコフは再びスターリン宛の電報で、現時点においても北

朝鮮が南からの侵攻に全く準備できていない窮状を訴えた（８）。

　北朝鮮への軍事支援が大々的に行われ、決定的な戦力の拡充が図られるのはスターリン

が朝鮮半島の武力統一にようやく前向きな姿勢を見せるようになった1950年1月30日以降

になってからであった。

　韓国側からの攻撃が行われる可能性を何度も呼びかけながらも、スターリンは現状維持

に固執し、戦争を行ういかなる口実も北朝鮮側に与えようとはしなかった。北朝鮮におけ

る革命運動、すなわち金日成による武力解放戦争を積極的に支援するつもりは彼にはまだ

なかったのである。

　以上の議論は、極東地域におけるソ連の安全保障戦略に直接結びつく。冷戦の主戦場が

欧州にあったこと、極東地域に割けるだけの十分な軍事力がなかったこと、そして何より

朝鮮半島という地域で発生した武力紛争にソ連が巻き込まれることを恐れたスターリンに

とっては、朝鮮半島では現状を維持することが、当時においては最良の選択肢だったので

ある。1949年8月3日シュトゥイコフ宛の電報で、スターリンは次のように記した。

　「潜在的な敵を挑発しないように、そして、軍事行動が始まった場合、ソ連が一線を画

すために、モスクワは自らの海軍基地と在北朝鮮空軍代表部を閉鎖することに決めた（９）」。

　さらに、同月2日付「朝鮮に関する提案書」では、「我々（ソ連）の平和志向を宣伝し、

敵を心理的に武装解除させ、南の侵攻に対して起こりうる戦争に我々が引きずり込まれな

いようにするために、我々の軍事施設を撤去するのが政策的に正しい（10）」と記されている。

　東アジアにおける革命運動の分業に関する発言をスターリンが行ったのが同年7月末で

あることを鑑みると、明らかにソ連は自国の影響力を後退させて、朝鮮半島問題と距離を

置こうとしていることが分かる。

　とはいえ、その代わりに中国が朝鮮半島問題に密接に関わろうという態度を表明したわ

けでもなかった。1949年10月26日毛沢東宛の電報でスターリンは、北朝鮮の軍事行動は軍

事的側面のみならず、政治的側面から見ても準備が整っていないために攻撃を行うべきで

はないという毛沢東の意見に同意している（11）。

　毛沢東への返電でスターリンがこうした態度を示したことについて、これ以前に毛沢東

がスターリン宛に電報を送り、そのなかで朝鮮半島問題に触れ、武力紛争を引き起こすべ

きではないという認識を示した可能性が考えられる。そのような電報の所在は目下のとこ

ろ不明であるが、少なくとも10月26日の電報を見る限り、1949年10月後半の時点で中ソ両

指導者の間には、北朝鮮による武力侵攻を認めないというはっきりとした共通認識があっ

たということである。

　これは言いかえれば、中ソ両国とも他に重要な問題を抱えているため、北朝鮮の革命運
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動を積極的に支援するつもりが現段階ではないということである。それでは、当時の中国

が抱えていたより大きな問題とは何であったか。いくつかの国内問題を除けば、それは台

湾の解放と中越国境の安定であった。

２　中ソ二国の台湾に対する関心

スターリンと劉少奇の会談において、中ソ二国で東アジアにおける革命運動の支援を分

担することについての話し合いがなされたことは既に述べたが、中国代表団のソ連滞在中、

両者の間では中ソ間の軍事協力と、中国に対するソ連の軍事支援に関する議論がなされて

いたことに注目したい。

　1949年7月25日毛沢東は劉少奇宛の電報のなかで、ソ連が100 〜 200機のヤク戦闘機、40

〜 80機の重爆撃機を都合してくれるか、1,200人の操縦士と500人の技術者をソ連の航空学

校で訓練してくれるか、そして空軍顧問を中国に派遣してくれるかスターリンに尋ねてほ

しいと伝えている。

　同電報によれば、ソ連が前半二つの依頼を承知してくれれば、劉亜楼（第4野戦軍14兵

団司令官）がすぐに訪ソできると伝えている。この電報を受け取った翌日、7月27日劉少

奇はスターリン以下ソ連側代表と会談し、中国側の要求を伝えた。

　この会談でソ連の空軍援助が、中国の台湾解放との関連で行われたかどうかは判然とせ

ず、中ソ双方の研究者の間で異なる解釈が存在してきた。陳兼は、劉亜楼とともにソ連側

と交渉を行った呂黎平の回想録を根拠に、劉少奇はソ連側に対して、近い将来に台湾占領

を成功させるためには空軍および海軍の早急な拡張が必要であることを伝えたと述べてい

る（12）。

　一方ゴンチャロフ（Sergei�Goncharov）らは別の資料に基づき、この時劉少奇がスター

リンに見せた軍事援助に関する書類には台湾への言及はなかったと記している（13）。

とはいえ、7月27日の会談で劉少奇ら中国側代表団が要請した空軍支援に対して、ソ連

側は一応協力の態度を示した。

　この時ソ連側は、ソ連で中国人の操縦士、技術者の育成を認める代わりに、満洲におい

て中国が操縦士の養成学校を設立するのを手助けすることを提案したのであった。

　また、話が前後するが、7月11日劉少奇との会談で、スターリンは台湾と香港の解放に

必要な航空機と潜水艦の支援を求める中国側の要請に対して返答した。

　このときスターリンが強調したのは、戦争の結果ソ連の経済は甚大な被害を受け、国は

西部国境からヴォルガ河に至るまでが荒廃しているということだった。台湾および香港へ
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の攻撃をソ連が支援すれば、米国の航空機、艦隊と衝突することになり、新たな世界大戦

が起きる口実となってしまうというのである。

　この問題に関しては今後政治局会議で話し合う必要があるとしたが、スターリンは航空

機と潜水艦の支援を却下していた（14）。

　ただしスターリンは、空軍要員の訓練をソ連ではなく中国国内で行うように修正した点

以外は、基本的に中国側の要請を受け入れたのであった。

　近年公開されたロシア側の交渉記録によると、毛沢東がモスクワの劉少奇に送った電報

は毛の提案によってスターリンにも送られている（15）。

　7月27日の会談の席上、スターリンは、中国の空軍支援要請が台湾解放を念頭に置いた

ものであることを承知した上で、協力を快諾したのであった。ソ連はより詳細な議論を行

うために劉亜楼の訪ソを認め、劉少奇はその日のうちにソ連側の対応を北京に打電した（16）。

　ただし中国側の要請を承諾したとはいえ、ソ連による軍事支援を受けた中国が台湾攻撃

に乗り出した際、対米軍事衝突が引き起こされるのはスターリンにとって最悪のシナリオ

であることは、上述した通りである。したがって、ここでスターリンが中国側に与えた援

助は、中国がすぐさま台湾への攻撃に乗り出せない程度のもの、すなわち中国に空軍力の

基礎を与えるといった意味合いで行われたと解釈するのが妥当であろう。

　後述するように、中国は建国後も数回にわたってソ連に軍事支援を要請、協力を得てい

るが、それでも台湾解放のための準備を整えることはできなかったのである。

　訪ソの前に劉亜楼は毛沢東、朱徳、周恩来とそれぞれ会っていたようで、米国と中国国

民党を主要敵とした人民解放軍空軍の設立にソ連が協力してくれるように指示されたとい

う。毛沢東と周恩来が強調したのは、人民解放軍空軍の主な任務は台湾を解放するために

地上の軍隊を支援することであった（17）。

　劉亜楼以下の軍事外交団到着を待って劉少奇は8月14日までモスクワに滞在することと

なり、劉亜楼とその他四人の将校たちは8月9日モスクワに到着した。

　その後中国側は元極東ソ連軍総司令官で、参謀総長に就任したヴァシレフスキー

（Aleksandr�Vasilevsky）元帥と対談、今後一年以内に300 〜 350機で編成される空軍の建

設を援助して欲しい旨を伝えた。ヴァシレフスキーは、既にソ連空軍に対して中国人に

協力するようにスターリンから指示が出ていることを伝え、空軍建設に向けた両国の軍事

協力を約束したのである（18）。またソ連の指導者たちは、航空機に加えて対空砲360門を中

国側に提供することになったが、それは「中国の沿岸防衛を強化する」ためであったとい

う（19）。

　8月14日劉少奇は96名のソ連人専門家とともに帰国した。その後ミコヤン（Anastas�
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Mikoyan）をソ連代表、劉少奇と高崗を中国側代表とし、中国に対するソ連の経済面、物

質面の援助を運営する共同委員会を設立した。

　劉少奇の帰国後も空軍建設に関する中ソ間の協議は継続され、8月18日ソ連が中国側に

434機の航空機を売却することで合意した。10月15日、第一陣としてソ連製ヤク12型戦闘

機が中国に到着、1949年の終わりまでに中国は各種航空機185機を受領したのであった（20）。

　1949年9月下旬、華東軍区海軍司令員である張愛萍の率いる海軍軍事代表団がモスクワ

を訪問し、ソ連の援助による中国人民解放軍海軍の建設に関する議論を行った（21）。

　海軍に関する議論は7月11日劉少奇とスターリンとの会談で既に行われており、台湾解

放を目的とした航空機と潜水艦の援助を劉少奇が求めたことがあった。そのときスターリ

ンは中国側の要請を退けた（22）が、今回の会談では話は円滑に進んだようである。ソ連軍

による直接的な軍事支援は受け入れられなかったが、航空機を送り、専門家を派遣して指

導にあたることは認めたのである。早速1949年10月と11月、支援の第一陣としてソ連の海

軍専門家90名が中国に到着した。

　しかし中国の期待したほど、ソ連から派遣されてきた海軍専門家たちは役に立たなかっ

た。張愛萍と同様、海軍建設に携わり、1950年には海軍司令員となった蕭勁光の回想録に

よると、1950年1月までに中国には少なくとも海軍専門家が711名、空軍専門家が878名派

遣されたという（23）。

　だが根本的な問題として、それだけの専門家に見合うだけのロシア語通訳の数が絶対的

に足りていなかった。更に重要なことには、ソ連人は海軍の近代化を急ぎたい中国の切迫

した状況を理解しておらず、そのことを指摘するのにも困難が伴った。そこで張愛萍はソ

連人専門家の手によらない独自のカリキュラムによって海軍建設を進め、ソ連人の代わり

にかつて国民党の海軍に所属していた軍人を専門家あるいは教官として雇うことにしたの

であった（24）。

　とはいえ、急ごしらえの人民解放軍海軍は国民党海軍と比較すると十分な戦力とはいえ

なかった。たとえば、巡洋艦「重慶」号は解放軍に寝返った後すぐに撃沈され、1950年1

月25日には国民党空軍の爆撃を受けて26隻もの軍艦が撃沈されている（25）。

　一刻も早い台湾解放を望む毛沢東の思惑とは裏腹に、海軍は台湾の早期解放に貢献でき

るほどの実力をまだ備えていなかったのである。

　1950年2月15日、中ソ友好同盟相互援助条約の調印を終えてモスクワを経つ前日、毛沢

東はスターリンに新たに628機の航空機支援を要請した。2月16日から3月5日にかけて、中

国の要請にしたがって、ソ連の混成防空師団が上海、南京、徐州に向かい、これらの地域

の防空を担うことになった。3月13日から5月11日にかけて、同師団は上海において国民党
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軍の戦闘機五機を撃墜しており、上海の対空防衛力は向上した（26）。

　ただしこれらの作戦が全てソ連人の手によって行われたことには留意しておく必要があ

る。作戦に参加した操縦士、訓練要員および地上要員など合わせて1,500人のソ連人は全

て中国空軍の指揮下にはなかった。したがってソ連製のミグ戦闘機をどこかに配備するの

かを決定する権利が中国人に与えられていたわけではなく、台湾および付近の島嶼を攻略

するために利用することもできなかったのである（27）。

　3月22日周恩来はブルガーニン（Nikolai�Bulganin）軍事人民委員宛の電報において、ソ

連政府が中国空軍と海軍が必要としている軍事顧問や物資を送ってくれることに感謝の意

を表しつつ、それらを早急に送ってほしいと伝えている（28）。

　朝鮮半島における軍事衝突の勃発可能性を考慮に入れつつも、毛沢東は台湾攻撃計画を

早めようとしたが、それを実行に移すために必要な軍備は不十分なままであった。

　金日成がモスクワ滞在中の4月13日、周恩来は再度ブルガーニンに電報を送り、艦船や

航空機などの軍備の輸送を早めてほしいと要望している（29）。

　この点について、米国の冷戦史研究者であるソーントン（Richard�Thornton）は、スター

リン自身が軍備の輸送を急いでくれることを約束したにもかかわらず、依然としてその約

束を果たしていないことから、この時期既にスターリンには台湾攻略を支援する意図がな

かったと指摘している（30）。ソーントンの指す「この時期」とは1950年4月下旬のことだが、

そもそもスターリンには毛沢東の台湾解放を支援する気がなかったと考えられる。

ロシアの研究者ゴンチャロフも指摘している通り、スターリンは、米国の台湾政策の変

化を受けて毛沢東が独力で台湾占領に乗り出し、米国が蔣介石政権に軍事支援を行われな

かった場合、占領が成功してしまうことを懸念した。すなわち、台湾占領に成功した場合

に中国と米国の関係が接近し、毛沢東がソ連との関係において「駆け引きできる自由」を

得ることを恐れたというのである（31）。

３　朝鮮半島―どちらの「責任範囲」となるのか

　では、この間朝鮮半島における革命運動、すなわち北朝鮮による武力南進に対する中国

側の意識はどのような変化を見せたのだろうか。

　現在までのところ、毛沢東は金日成本人から武力南進の決定を告げられるまで、朝鮮半

島における武力紛争に関する詳細を知らなかったとする見解が多数である。

ロシア連邦大統領国防問題顧問を務め、歴史家でもあったヴォルコゴーノフ（Dmitri

Volkogonov）は旧ソ連の公文書に基づき、スターリンは1950年1月19日に平壌駐在のシュ
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トゥイコフ大使からの「金日成が南進のことでスターリンと協議したい」と伝えた電報を

受けて、「一週間余りの躊躇を経て」毛沢東に、「確実に勝利が得られるならこの問題を検

討する必要がある」と意見を求めた電報を送ったとしている。ただし、ヴォルコゴーノフ

はこの電報の原文の所在を明らかにしておらず、実際にそのような電報が送られたか否か

は不明である（32）。

　しかしながら、朝鮮半島を武力によって統一したいという金日成に毛沢東が理解を示し、

近い将来それが起こりうること、そしてその際には中国が軍事的な援助を与えることにな

るだろうということについては、毛沢東自身がある程度想定済みであったことに留意する

必要がある。

　1949年5月14日金日成はシュトゥイコフ大使に対して、中央委員会委員で朝鮮人民軍総

局長の金一が中国で行った会談の模様を伝えている。

　この会談内容はシュトゥイコフ大使およびコヴァリョフからそれぞれスターリンに電報

で伝えられたが、毛沢東は国際情勢が好転すれば金日成の南進は認められ、そのための支

援も行うことを確約している（33）。

　ただし注目しなければならないのは、その最後の箇所で、もし北朝鮮の南進に中国が力

を貸す場合には、モスクワの同意、すなわちスターリンの指示を仰ぐ必要があると言及し

ている点である。これは、当時毛沢東を首班とする中国共産党指導部が、朝鮮半島の問題

をソ連の「責任範囲」と捉えており、その問題の解決のために中国が関与する場合には、

責任者たるソ連の指示に従って、あくまで補助的な役割を果たすものと考えていたのだと

推測される。

　前述の通り、1949年10月26日付電報でスターリンと毛沢東は、当分朝鮮半島問題では現

状を維持する点で同意した。これは中ソ両国とも、他のより重要な問題に忙殺され、朝鮮

半島問題に割く余力がなかったこと、自国の対外政策にとって比較的優先度の低い地域で

不要な問題を起こしたくなかったことなどが理由に挙げられる。

　毛沢東は、1949年5月の時点では必要な場合は力を貸す態度を表明してはいたものの、

台湾を武力によって占領するための準備が遅々として進まず、同年10月の金門、登歩島に

おける敗北を前に、台湾解放問題を再考しなければならない状況にあった。

　だからといって毛沢東が、一向に進展しない台湾解放問題を棚上げにして朝鮮半島問題

に注力しようとしたわけではない。1950年初旬の時点においても、中国側がなお台湾と周

辺島嶼部の解放準備に力を注いでいる点については、前述した通りである。

　ところが、事態はその後一変した。金日成と朴憲永・副首相は1950年5月13日に北京を

訪れ、スターリンとの会談で対南攻撃に関する合意がなされたことを毛沢東に知らせた（34）。

毛沢東はここで初めて、朝鮮半島における武力衝突が間近に迫っていることを知ることに
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なるのである。

　1950年2月2日付シュトゥイコフ宛の電報で、スターリンは対南攻撃の決定については中

国側に隠蔽したままにしておくようにと告げていた。したがって、毛沢東は金日成の南進

決定をソ朝両指導者よりも約三ヶ月遅れで知ったことになる。自らの与り知らないところ

で戦争準備が進んでいることに驚いた毛沢東は、急いでスターリンに問い合わせることと

なる。5月14日北京駐在ソ連大使ローシチン（Nikolai�Roshchin）はスターリンの返電を毛

沢東に渡した。そこでスターリンは次のように述べた。

「同志毛沢東。朝鮮の同志らとの会談の中で、同志フィリッポフ（スターリンの暗号名―筆者）

とその側近らは、国際情勢の力関係が変化した結果、朝鮮側が統一へ着手するという提案

に同意した。これに関して付加されたのは、問題は最終的には中国と朝鮮との同志たちに
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

よって共同で決定されなければならない。中国の同志が問題の決定に同意しない場合は、
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

新たな審議があるまで、決定は延期されなければならない
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

（傍点筆者）。会談の詳細につい

ては朝鮮の同志らが貴方に語ることができる（35）」。

スターリンのこの電報をもって、朝鮮半島問題が中国の東アジアにおける革命運動の「責

任範囲」であることが唐突に示されたのである。台湾解放問題が解決の兆しを見せない中、

中国の対外政策における朝鮮半島問題の占める割合が、意図せざる形で大きくなった。

　1949年5月の北朝鮮代表金一との会談で示した毛沢東の態度は、朝鮮半島問題は基本的

にはソ連の「責任範囲」と認識したものだったと言ってよいだろう。それが約一年後には、

スターリンに半ば強引に押し切られる形で、朝鮮半島問題は中国の「責任範囲」とされた

のであった。

　これに関して、朝鮮半島問題を自らの「責任範囲」として取り扱っていくというような

考えは、当初からスターリンにはなかったものと考えられる（36）。

　朝鮮半島問題をソ連の「責任範囲」に含めるということは、国内問題のみならず、金日

成の主張する武力南進による朝鮮半島における革命を積極的に支援するということである。

ソ連は経済、文化の面ではともかく、北朝鮮との間に相互防衛条約を締結することは拒

んだ。北朝鮮領内のソ連軍施設を撤去し、現地に派遣した軍事顧問団も開戦して早々に引

き揚げさせた。軍備を支援することはあっても、ソ連自身が武力南進に深く関わることは

避け、一定の距離を保ちながら事態の様子を見守るという姿勢に徹することを望んだので

ある。

　これは、朝鮮半島問題に対する関心の度合いもさることながら、同地域の革命運動を支

援するというリスクの伴う行為の主たる責任を中国に委ねることによって、ソ連自身の安
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全を保障する、自国の利益を優先した戦略であったといえる。　
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はじめに

　2021年4月から5月にかけて、パレスチナではエルサレムを起点に、若者たちを中心とし

た大規模な抗議行動が発生した。同市におけるイスラエル治安当局と住民間の緊張の高ま

りは、その後ガザ地区での大規模軍事衝突にも発展した。一方で、長らく閉塞状況にあっ

たパレスチナ社会で、変革を求める草の根運動の新たな画期を形成する出来事にもつな

がった。

　これらの背景の中心には、エルサレムのシェイク・ジャッラー地区に暮らすパレスチナ

人家族の強制追放（立ち退き）の問題があった。家族が住む家の所有権を主張するユダヤ

人入植推進団体の活動によって、住まいを失う危機にある家族とその裁判闘争の様子は、

国内外で関心を集めた。それは入植型植民地政策のもとで、繰り返し住まいを追われるパ

レスチナ人家族と、土地や家の収奪と侵食への抵抗といったパレスチナ人社会の集団的経

験を象徴するミクロコズムであるとも見なされた（１）。

　下記ではまず、シェイク・ジャッラーの強制立ち退きの経緯と現状を概観し、次に入植

推進団体の動向とその背後にある法制度を整理する。最後に、家を守るための抗議が、パ

レスチナ社会で出現したより広範な抗議運動といかに交差しているかについて考察する。

１．シェイク・ジャッラーの事例

　2021年4月下旬、東エルサレムのシェイク・ジャッラーに住むパレスチナ人家族の代表

者が、国際刑事裁判所（ICC）宛てに同地区における強制追放の調査を依頼する要望書を

提出した（２）。同地区に暮らす8家族が、エルサレムの地方裁判所から家の退去命令を出さ

れており、その期日が目前に迫っているというものである。

　家の所有をめぐり裁判を起こしているのは、同地区へのユダヤ人入植を進めるNahalat�

Shimonと呼ばれる団体である。同団体は、現在パレスチナ人家族が暮らす家が、1948年

のイスラエル建国以前はユダヤ人によって所有されていたと主張し、そこへの入植を求め

て家族に退去を迫っているのである（３）。この裁判闘争の行く末と住民による抗議行動の

様子は、パレスチナのみならず国際的にも報道された。SNS上では#Save�Sheikh�Jarrah

のハッシュタグも拡散され、大きな関心を集めた。

シェイク・ジャッラーという地区は、東西エルサレムの境界近くに位置する被占領地東

エルサレムのパレスチナ人居住地域である。第一次中東戦争後にエルサレムが東西に分か

れてからはヨルダンの統治下に入り、1967年の第三次中東戦争終戦後はイスラエルが自国
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の領内に併合した。以来、同地区を含むパレスチナ人集住地域の東エルサレムでは、イス

ラエル行政下で同国の国内法が適用されている。国際法はこれを認めず、東エルサレムを

西岸地区やガザ地区と同様に被占領地として扱い、同地域内における占領国の国内法の適

用を違法としている。

シェイク・ジャッラーの中でも、とくに追放の危機に直面しているのは、Karm�al-

Jaounと呼ばれるエリアに暮らす28家族である。これらの家族は、イスラエル建国に伴い

故郷を追われた難民家族で、1956年に同地区に移住した（４）。それは当時、東エルサレム

を統治していたヨルダン政府とパレスチナ難民救済事業機関（UNRWA）との間の合意に

基づいた定住プロセスによるもので、家族は難民ステータスを手放す代わりに、土地と家

を与えられることになっていた。

　ところが、土地の法的所有権が正式に家族に渡る前に第三次中東戦争が起き、同地区は

終戦後にイスラエルに併合された。入植団体による入植活動は、その直後の1970年代から

始まり、1990年以降は前述のNahalat�Shimonが中心となって、家の所有権を主張して住

民家族に立ち退きを迫る裁判を起こしている。すでに2008年、2009年には同地区に暮らす

数家族が家を追われており、現在は5、6の入植者グループがパレスチナ人家族の隣人とし

て暮らしている（５）。

　2021年5月に立ち退きを迫られていた4家族については、裁判闘争が国際的な関心を集め

たことから判決はいったん保留され、退去を決める期日は8月、さらに10月へと延期された。

イスラエル最高裁判所は家族に対して、期日までに家を明け渡すか、入植団体の借家人

（Protected�Tenant）として住み続けるかという選択を迫っている（６）。借家人になれば、

入植団体に家賃を支払い、家の改築等にも許可を得る必要があるが、今後15年間は立ち退

きを保留にする、としている。

　家族は11月2日時点で、最高裁による提示を拒否する声明を出している（７）。立ち退きを

保留する一時的な措置よりも、違法入植とそれに伴うパレスチナ人住民の追放といった、

人々の生活に関わる政治暴力を容認するシステムが問題の根底にあるという姿勢を明確に

するためである。しかし、同地区周辺では入植団体による挑発行為を含む集団行進や破壊

行為も行われるなど、予断の許さない状況が続いている。家族は長年にわたる裁判闘争を

余儀なくされ、金銭的な負担に加えて、いつ再び追放命令を受けるか分からない、気の休

まることのない心理的負担も強いられている（８）。
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２．東エルサレムにおける入植活動

　入植活動に端を発するこれら一連の問題は、シェイク・ジャッラーに限らない。入植地

問題は西岸地区や東エルサレムへの違法住宅建設だけでなく、ある特定の地区や家族、個

人を対象に行われているものもある。これらは「割り込み入植」（９）として知られ、東エ

ルサレムではパレスチナ人集住地区の間に、大きなイスラエル国旗が掲げられている入植

者の家が点在するように確認できる。

　これらの入植活動はシェイク・ジャッラーの他にも、旧市街とその周辺に広がるシルワ

ンやアッ＝トゥール（オリーブ山）を含む、ユダヤ教の聖所（Holy�Basin）と見なされる

地域で特に顕著に見られる（10）。入植活動は宗教的動機を伴うが、その背後には、東西エ

ルサレムの統合と街のユダヤ化を目指すエルサレムの都市計画（マスタープラン）も存在

する。旧市街の南に位置するシルワンの、バタン＝アル・ハワー地区は、シェイク・ジャッ

ラー同様にパレスチナ人家族の大規模な立ち退きが進む場所である。ここでは「ダビデの

町」という名の遺跡をもとに、イスラエル政府が国立公園に指定し、観光促進を図ってい

る。また、シェイク・ジャッラーで入植活動を行うNahalat�Shimonは、同地区に200戸規

模のユダヤ人入植地（Shimon�HaTzadik）を建設する提案をエルサレムの都市計画委員会

に行っている（16）。この他にも、旧市街で入植活動を行うAteret�Cohanimや、シルワンで

活動を行うEladという入植団体が知られている。パレスチナ人家族が、入植団体が政府や

公的機関による後ろ盾を得ていると話すのはこのような背景からである。

　実際の入植はそれを可能かつ有利にするイスラエルの法制度を利用して行われている。

その一つが、The�Legal�and�Administrative�Matters�Law�（1970）と呼ばれる法律である。

これは、1948年のイスラエル建国以前に東エルサレムでユダヤ人が所有していた財産を、

もとの所有者に戻すことを可能にする制度である（11）。しかし、この制度はパレスチナ人

には適用されない。加えて、1950年に制定されたAbsentee�Property�Lawは、1948年時点

で家を離れていたパレスチナ人を不在者と見なし、その所有財産はイスラエル当局に移譲

されたまま回復不可能となっている。

　家の獲得を目指してこの法制度を利用する入植団体は、もとの所有者と関係があるとは

限らない。所有者やその相続人を見つけ出し、彼らから所有権を取得したのち（12）、1948

年以前にユダヤ人が所有していた財産を管理するGeneral�Custodianと呼ばれるイスラエ

ル法務省内の管理局に依頼を立て、所有財産を回復する裁判を起こすとともに、パレスチ

ナ人住民に立ち退きを訴えているのである。裁判では、1948年以前の所有を証明する古い

書類を使用しているものの、その書類の信憑性は不確かなものが多い。一方で、General

Custodianを含めた裁判所の手続きは不透明で説明責任を欠いていると言われている（13）。
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イスラエルの人権団体によると、入植団体による土地の所有権の獲得を目指す依頼は、

ここ数年で急増しているという（14）。2020年時点で、General�Custodianは同様の案件を600

件以上抱えており、それは東エルサレムに暮らす数百のパレスチナ人家族に影響を及ぼす

と言われている。重要なのは、入植推進団体とパレスチナ住民との間で行われる裁判が、

土地をめぐる住民間紛争ではなく、イスラエルが違法に併合した被占領地で行われている

という文脈である。被占領地に同国の国内法を適用すること自体が国際法上違法であるが、

裁判を行う法廷もユダヤ人入植者に有利に働くよう設計されている（15）。一度退去を命じ

られるとそれを覆すことは難しく、家を守るためにはその決定を先送りする一時的な措置

を行い続けなければならない。

３．パレスチナの草の根運動との交差

（１）生活空間を守る
シェイク・ジャッラーの住民たちの立ち退きに対する抗議は、エルサレムをはじめ、西

岸地区やガザ地区、イスラエル領内に暮らすパレスチナ人の間の共鳴を生み、広範な抗議

行動へと結びついていった。その背景にあるのは、各地でパレスチナ人が経験する差別や

生活空間への侵食といった今日的な問題に加えて、収奪と追放を経て建国されたイスラエ

ルという国の在り方やパレスチナ問題の起源と根幹を成す問題が、今もなお続いていると

いう認識の再確認と共有と言えるだろう。

エルサレムでは、これまでにも散発的な抗議行動は見られたが、それらはとりわけ、公

共の場における政治的・文化的な集まりに対する禁止や規制、若者に対する警察暴力や逮

捕、家屋破壊といった日常の生活空間への侵食に対する抵抗といった特徴があった。例え

ば、2017年7月に起きた旧市街周辺での集団抗議行動は、アル＝アクサー・モスクのある

聖域ハラム＝シャリーフの出入口に金属探知機を設置する治安管理に反対し、ゲートの撤

去を求める運動であった。加えて、イスラエル市行政による管理の強化や、街のユダヤ化

に対して自分たちは「出て行かない」ということが、エルサレムのパレスチナ人社会を象

徴するスローガンにもなっていた。

　今回は、ラマダン月の始まった4月下旬頃から、旧市街への入域を規制したイスラエル

側の措置に対して、パレスチナ人の若者たちがダマスカス門前に集まり抗議を行っていた。

同じ頃、立ち退き期日の迫るシェイク・ジャッラーの住民たちによる自宅周辺での集会や

抗議にも関心が集まるようになり、二つの抗議行動がリンクしていった。ダマスカス門前

に集まっていた若者たちが、徐々にシェイク・ジャッラーにも足を運ぶようになったとい
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う（17）。

　これらの動きが、イスラエル領内に暮らすパレスチナ人の若者たちとも連動していった

ことも特徴的であった。シェイク・ジャッラーの家族の家を守る闘いが、スローガンによ

る連帯表明だけでなく、広範な行動を必要とする切実な出来事であると見なされた背景に

は、彼らのイスラエル社会における境遇とも関わっていると言える（18）。イスラエル領内

の都市リッダやヤッファ、ハイファ、アッカーなどは、歴史的パレスチナの街がイスラエ

ル建国の過程で住民が追放され、ユダヤ人多数の街へと変容された経緯を持つ。現在も、

地区開発の名のもとでパレスチナ人集住地区の土地が売却されたり、非承認村の土地が接

収され立ち退きを余儀なくされる事例もある。

　今年5月の一連の出来事の最中、イスラエル中部の街リッダで、夜間の抗議行動に参加

していた若者たちが、路上のイスラエル国旗を外して73年の時間を経てパレスチナの国旗

を掲げ直した映像が象徴的な場面としてSNS上で拡散された背景には、そのような現状に

対する心情の発露が伺える。

（２）言説空間を変える
　抗議行動が各地のパレスチナ人をつなげて地域的な広がりを持つ一方で、より現状に即

した言葉を求める、言説空間を変える動きも見られた。明確にされた言葉の中でもとくに

重要なのは、紛争をめぐるフレーミングである。報道などで使用され理解されがちな、イ

スラエル人とパレスチナ人の間の紛争や衝突という言葉では、現場で起きている住民の追

放や立ち退きといった問題を捉えきれない。より重要なのは、それが入植型植民地主義に

根差す国家政策に起因しているという理解であり、より広い文脈の中で出来事の根幹を問

うべきである、と彼らは主張する（19）。1967年以降の占領政策というのもその症候の一つ

であり、イスラエルという国の在り方、建国のされ方そのものが問われている。

シェイク・ジャッラーの住民家族と、それに連帯する若者たちは、自らの訴えを地元メ

ディアだけでなく、国際的にも発信した。海外の解説者に代弁される立場としてではなく、

またパレスチナの既存の政治組織にもとらわれず、自らの言葉で国際的なメディアに向け

て語り、時にはインタビュアーの質問や用語に修正を迫った。生活空間や公共の場におけ

る管理を誰が行うかということは、現状を語る空間が誰に開かれているかという問題と深

く関わっているからである（20）。

　これらの声が、いわゆる「オスロ世代」と呼ばれてきた若者たちによって主張されてい

ることは興味深い。彼らは、パレスチナの解放を目指した民衆運動の隆盛した時代を実体

験では知らない。むしろ、解放が達成されないまま運動が失速し、和平の行き詰まりや入

植地の拡大、パレスチナ社会内部の分断の時代を過ごし、閉塞状況が高まるなかで政治的
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関心をなくしているとも見なされてきた。しかし、前の世代のような政治文化が薄れても、

日常を取り巻く占領の実態がなくなったわけではない。

　抗議行動が続く2021年5月に、アラビア語と英語で拡散された若者たちによるマニフェ

スト（「The�Dignity�and�Hope�Manifesto」）（21）がある。そこで強調されているのは、これ

までパレスチナ社会が経験してきた分断状況を乗り越え、現状に対して共闘する人々の意

識を取り戻す運動であるということであった。それはとりわけ、分断を深め、固定化して

きたオスロ体制の「変革ではなく解体」を望む声とも共鳴する（22）。これら一連の抗議行

動が、一部ではUnity�Intifada（一つの民衆運動）と呼ばれるようになった所以でもある

だろう。

　同じ頃、エルサレムを拠点に置く女性活動家がインタビューで語った言葉は示唆的であ

る。エルサレムの人々は、市における既存の制度内で平等な権利を求めているわけではな

い。平等な市民になりたいのではなく、「人々は自由と自決権を求めている。将来を自分

たちで決めたいと考えている。自分たちの手で運命を築くことを求めている」（23）と述べ

ている。

おわりに

　本稿では、2020年5月にパレスチナで起きた大規模な抗議運動と、そのきっかけとなっ

たエルサレムのシェイク・ジャッラー地区におけるパレスチナ人家族の強制追放をめぐる

裁判闘争の経緯を概観した。一つのパレスチナ人集住地域が直面する危機は、エルサレム

のみならず各地のパレスチナ人社会が歴史的、今日的に経験する入植型植民地政策の問題

を象徴するものとして共鳴を呼び、広範な抗議運動へと展開した。

　この若い世代による運動は、近年の閉塞状況のなかで、収奪や追放といったパレスチナ

人社会の集団的経験が改めて主体的に意識され、それが従来の分断を越境する形で共有さ

れた点で新しい画期と捉えられる。ちょうど2021年に入り、イスラエル国内の主要な人権

団体がこれまでのパレスチナ人側の訴えに伴い、今日の占領体制がアパルトヘイトに相当

するとともに、入植活動の拡大によってイスラエル領内と被占領地との区別がなくなりつ

つある現状を改めて示す報告書を発表するなど、パレスチナをめぐる言説上の動きが見ら

れる時期とも重なった（24）。その背景には、シェイク・ジャッラーをはじめ、パレスチナ

各地で見られるイスラエル政府や入植者による暴力や収奪が深刻化している現状があると

言える。
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　2021年7月30日、オースティン米国防長官はフィリピンのロレンザーナ国防大臣と共同

記者会見を行い、フィリピン側が一方的に破棄を通告していたアメリカとフィリピンの間

で締結されている訪問軍地位協定（VFA:�Visiting�Forces�Agreement�以下、VFAと表記

する）について、継続することを発表した（１）。これによってアメリカはこれまで通り、フィ

リピンとの合同軍事演習を行うことが可能となった。フィリピンのドゥテルテ大統領は共

同記者会見が行われた前日夜にオースティン米国防長官と会談し、その直後にVFA破棄

通告を撤回した。

　VFAの継続が決定し、両国の軍事同盟に深刻な亀裂が生じる事態は回避された。継続

されるVFAが南シナ海の軍事拠点化を進める中国に対して、一定の抑止力となることは

明らかである。本稿では、VFAをめぐる問題の一連の経緯を確認するとともに、南シナ

海問題におけるVFAの役割について再考し、南シナ海において激化する米中の対立と、

アメリカの政策、フィリピンの立場について考察する。そして、VFAの破棄通告から一

転して継続を決定したドゥテルテ政権の外交政策を分析し、VFAの継続によって予想さ

れる米比関係の新たな局面について考察する。

１．訪問軍地位協定をめぐる問題

　VFAをめぐる一連の問題は、2020年2月11日にフィリピンがアメリカに対して突如とし

てVFA破棄を通告したことから始まった（２）。ドゥテルテ大統領からVFA破棄の意向とい

う指示を受けたフィリピンのロクシン外相は、VFA破棄をアメリカ大使館に通告した。 

VFAの失効は通告から180日後と規定されているため、2月11日から起算して8月9日に失

効することとなった。当時、トランプ大統領は、フィリピンからのVFA破棄通告について、

全く気に留めていないと発言するとともにフィリピンに駐留する米軍の削減を示唆した。

エスパー米国防長官は米中対立が激化する南シナ海問題の状況について、フィリピンなど

地域のパートナーとの連携が重要となっていた状況からフィリピンの破棄通告を強く批判

した。フィリピンによるVFA破棄通告によって両国の間に急速に冷たい空気が流れ込んだ。

　VFAはフィリピン国内における米軍の法的地位を定めたもので、米軍との合同軍事演

習や訓練などを可能にする法的根拠として1998年に締結された。VFA締結の経緯につい

ては、第二次世界大戦後のフィリピン独立に遡る必要がある。1946年にフィリピンはアメ

リカから独立するも、国家防衛に不安を抱えていたことから独立後もアメリカに駐留する

よう要求し、翌年、両国は軍事基地協定を締結して米軍は駐留を続けた（３）。冷戦期、フィ

リピンの米軍基地は東南アジアにおける軍事活動の拠点であった。この軍事基地協定は米
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軍がフィリピンに基地を敷設し、駐留するための法的根拠となるもので、締結当初は米軍

による基地の自由使用が認められ、基地の期限は無期を意味する99年間と設定された。

　1965年、軍事基地協定が改定されると米軍基地の期限は99年から25年に短縮され、1991

年に軍事基地協定は失効されることとなった。軍事基地協定の期限が失効される直前のタ

イミングでアメリカとフィリピンの間で米軍基地の存続を可能にする新たな条約の締結が

決定するも、フィリピン議会上院が基地の存続を拒んで条約の批准を否決したため、1991

年に軍事基地協定は失効したのである。フィリピンから完全に撤退するには10年以上かか

るとしていたアメリカは、ピナツボ火山噴火によって米軍施設が壊滅的被害を受けたこと

により翌年1992年にフィリピンにある全ての米軍事施設を閉鎖し、完全に撤退した。米軍

基地としてアメリカが使用していた土地は全てフィリピンに返還され、現在、米軍の軍事

施設はフィリピン国軍によって使用されている。

　軍事基地協定が失効し、米軍がフィリピンから撤退すると、南シナ海における中国の活

動が顕著となった。1995�年、中国がフィリピンの排他的経済水域（EEZ）内にあるスプ

ラトリー諸島ミスチーフ礁に施設を建造、占拠したことを契機に、フィリピンは中国を牽

制するためアメリカとの同盟関係を強化することにした。1987年に制定されたフィリピン

の憲法では外国軍の受入れを禁止しているため、フィリピンは米軍を受け入れることがで

きない。そこで米軍の駐留を受け入れる法的根拠を整えるためにフィリピンはアメリカと

VFAを締結したのである。

　こうした経緯で締結されたVFAについて、ドゥテルテ大統領が破棄通告をしたのは、

フィリピンのデラロサ上院議員による査証申請をアメリカが許可しなかったからである。

デラロサ上院議員はドゥテルテ大統領の側近で、かつて国家警察長官として手荒な薬物捜

査を指揮した人物であった。ドゥテルテ政権が行った超法規的措置による薬物捜査に関し

て、アメリカはフィリピンの人権侵害に問題があると判断し、査証の発給を拒否したので

ある。国連の発表によれば、ドゥテルテ政権の麻薬犯罪取り締まりによって約2万人以上

が犠牲になったとされる（４）。こうしたフィリピンの麻薬捜査についてアメリカは人権を

無視した手段を一貫して非難し、デラロサ上院議員の査証発給を拒否したのであった。こ

れにドゥテルテ大統領が強く反発し、かねてから不満を抱いていたVFAを取り上げると

いう強硬策に出たのであった。

　2020年2月に破棄通告されたVFAは8月に失効することになっていたが、6月に入るとロ

クシン外相はVFA破棄通告の効力をいったん停止する「保留方針」を明らかにした。こ

れは破棄通告の効力を6月1日から6か月停止するというもので、ドゥテルテ政権は破棄通

告を半年間延長し、様子をみることを選択したのである。これによって、ひとまずVFA

失効は回避された。この措置に対して、マニラにあるアメリカ大使館は「緊密な協力に期
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待」と歓迎する意向を示し、VFA破棄の保留を評価した。

　この時点でドゥテルテ政権がVFA破棄の保留という政策転換を行った理由はいくつか

考えられる。新型コロナウイルスの感染拡大阻止に東南アジア各国が集中する隙に、南シ

ナ海の領有権に関する関係国の主張を無視して一方的に自国の権益拡大を図る中国に対し

て怒りがあった（５）。加えて、中国との経済協力が思うように進展していないこともドゥ

テルテ大統領を苛立たせていた。また、4月19日にドゥテルテ大統領はトランプ大統領と

コロナ対応について電話協議を行っているが、間もなくしてアメリカからデラロサ上院議

員への査証発給を許可するとの通知が届いたこともアメリカに対する強硬姿勢を和らげる

一助となった（６）。

　その後、ドゥテルテ政権は、破棄通告の効力を6か月間停止させる「保留措置」を2度繰

り返すことになる。２度目は11月12日、３度目は2021年6月14日に「保留措置」を発表し、

半年ずつ「様子見」の状態を延長していった。2020年2月にVFA破棄の通告をしてから約

１年半にわたり、アメリカとの間にある軍事協定を宙に浮かせた状態にしたのである。こ

の間、米中対立が激化する中、フィリピンはVFAについてアメリカを揺さぶりながら中

国の経済協力を模索していた。２度目の保留措置の直前である2020年10月には、南シナ海

での資源探査の再開を承認している。南シナ海における資源探査について、中国の南シナ

海進出に反発したアキノ前大統領が2014年から資源探査に関連する全ての活動を停止する

大統領令を発出していた。2018年にフィリピンと中国は南シナ海の共同探査に関する覚書

を交わし、具体的な方法について協議を進めてきた。

２．南シナ海における米中対立とフィリピン

　南シナ海をめぐっては、2020年初頭から台湾選挙によって中国がかなり神経を尖らせて

いたこともあり、南シナ海では米中の対立が激化していった。2020年1月、台湾選挙から1

週間後に米海軍艦船が台湾海峡を航行した際、中国空軍機が2日連続で台湾海峡の中間線

を超えて飛行したことを受け、米軍B-52爆撃機2機が台湾海峡で南下飛行した。また、米

海軍艦船がパラセル諸島で�航行の自由作戦（FONOP）を実施すると、2月には中国の駆

逐艦がグアム西方380マイルの洋上で米軍P-8�偵察機にレーザー照射し、そのわずか10日

後にも中国海軍艦船が同海軍の演習を監視中の米軍�P-8�偵察機にレーザー照射を行って

いる。台湾をめぐる米軍のプレゼンスが中国を刺激し、南シナ海での米中対立は顕著となっ

ていった。

　その後も米中の攻防は続き、3月に米海軍がパラセル諸島周辺で�FONOPを実施すると、
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4月には中国沿岸警備隊の船舶がパラセル諸島周辺でベトナム漁船を沈没させるという事

件が発生し、アメリカは中国の行為を強く批判するとともに中国の現状変更に懸念を表明

した。アメリカがパラセル諸島やスプラトリー諸島などで行うFONOPの頻度は増し、米

海軍ミサイル駆逐艦が台湾海峡を航行している。

　2020年7月13日、ポンペオ国務長官は南シナ海での中国の海洋進出に関して、「南シナ海

の大半の地域にまたがる中国の海洋権益に関する主張は完全に違法」との声明を出し、中

国が南シナ海の大半の主権を否定した2016年7月オランダ・ハーグの仲裁裁判所の裁定を

支持する考えを改めて示した（７）。さらに、フィリピンと中国が主権を争うミスチーフ礁

について、フィリピンの主権下にあると断言し、南シナ海問題における初の国際司法判決

であるハーグ仲裁裁判所の裁定に基づき、ベトナム沖からマレーシア沖、フィリピン沖を

囲んだ線で、中国が南シナ海で実効支配する際の根拠とする「九段線」には国際法上の根

拠がないことを改めて宣言した。加えて、7月23日にはカリフォルニア州のニクソン大統

領記念図書館で「共産主義の中国と自由世界の未来」と題した演説を行い、中国との対

決姿勢を鮮明にしている（８）。

　これまでアメリカは南シナ海問題において、国際法を尊重した平和的な解決を求め、中

国の主張は違法であるとの立場を明確には示してこなかった。ドゥテルテ大統領は南シナ

海問題におけるアメリカの姿勢を「消極的」と批判したが、確かにこれまでアメリカは明

確な立場を表明してこなかったのである。ポンペオ国務長官は、フィリピンやベトナム、

マレーシアといった中国と権益を争う東南アジアの国々を支持し、中国を完全に否定した。

ポンペオ国務長官の声明はハーグ仲裁裁判所の裁定への支持と南シナ海問題に対するアメ

リカの立場を明確にしたが、仲裁裁判所の裁定に沿った行動に正当性を与えるという点で

意義は大きい。

　ポンペオ国務長官の声明から10日後、オーストラリアも中国が南シナ海における領有権

や海洋権益を主張していることに対して、「法的根拠がない」として中国の主張を完全に

否定した。オーストラリアは国連に宛てた宣言の中で、南シナ海の大部分を占める中国側

の主張に法的根拠がなく、長期にわたる歴史的慣行で確立された歴史的権利、海洋権益に

対する中国の主張を拒否するとした（９）。また、アメリカと同様に2016年のハーグ仲裁裁

判所の裁定にも言及し、中国が規定する九段線について、中国が南シナ海の領海や諸島の

外側を結ぶ領海基線を引くことができるという法的根拠はないことを強調した。南シナ海

における米中間の緊張が高まる中で、オーストラリアがアメリカに足並みを揃えた形を

とった。オーストラリアは、これまで領有権を主張する係争国に対し、国際法に基づいて

論争を解決するよう促してきたが、この宣言によってオーストラリアはアメリカとともに

中国の主張を否定する立場を明確にした。オーストラリアと中国の関係は、中国武漢で発
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生した新型コロナウイルスの起源について、オーストラリアが国際的な調査を求めたこと

によって悪化していた。

　9月9日からASEAN地域フォーラム（ARF）がベトナムのハノイで開催され、南シナ海

をめぐるアメリカと中国との対決に注目が集まった（10）。南シナ海における中国の軍事活

動を抑え込みたいアメリカはASEAN諸国に対して積極的に働きかけを行い、ポンペオ国

務長官はASEAN外相との会議において、新型コロナ対策として各国を支援することを表

明した（11）。また、民間企業を取り込んで地域の経済復興の取り組みに協力することも強

調し、ASEANに8,700万ドルの医療・人道支援を行っている。

トランプ政権は南シナ海の海洋権益をめぐる中国の主張を違法と断定し、軍事拠点化に

関わる中国企業を制裁対象に指定した（12）。しかし、ASEAN諸国内では、対中観に温度差

が生じている。マレーシアは国際法に従って中国の主張は根拠がないと否定し、6月に中

国による嫌がらせ行為によって漁船を沈没させられたベトナムはARFの議長声明には「力

の行使」への非難を盛り込みたい構えをみせた。一方で、中国から多額の援助や融資を受

け入れているカンボジアやミャンマーは、直接的な対中批判を控えた。

　中国はASEAN諸国に対してワクチン外交を活発に行っており、新型コロナウイルスの

ワクチンの供与やインフラ向けの投融資を行うことで、南シナ海の実効支配を強める戦略

に出ていた。中国の李克強首相は、8月下旬にタイやミャンマーなどメコン川流域の5か国

に対して優先的にワクチンを提供すると発表した。感染者が多いフィリピンもワクチンに

関して中国に協力を求めていた（13）。こうした中国の実利主義をアメリカは評価せず、

ASEAN諸国に対して中国と距離を置くよう促した。しかし、ASEAN諸国にとって経済

協力やワクチン供与など明確に利益を提供しようとする中国の支援は魅力的であり、アメ

リカの東南アジア政策は中国と比べて弱い印象を与えていた。

ARFが閉幕して間もない9月22日、ドゥテルテ大統領は国連総会の一般討論演説におい

て、事前に録画された演説を公開し、南シナ海全域の管轄権を有するという中国の主張を

否定したハーグ仲裁裁判所の裁定について、「判決を葬り去る試みは断固として受け入れ

ない」と述べ、九段線で南シナ海全域の管轄権を主張する中国を牽制した（14）。ドゥテル

テ大統領はこれまで中国の主張を否定することやハーグ仲裁裁判所の裁定について公式に

言及してこなかったが、演説において「フィリピンは国連海洋法条約に則した仲裁裁定を

支持する。裁定は今や国際法の一部と言え、妥協したり、無効にしたりできない」と指摘

し、中国が裁定を無視する現状を強く批判するとともに、裁定はフィリピンの勝利である

ことを主張し、支持を求めた。

アメリカとオーストラリアが南シナ海で中国が規定する九段線を完全に否定したこと

で、南シナ海問題における係争国にとって追い風となったようにみえた。しかし、フィリ
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ピンは11月12日に２度目のVFA保留措置を発表し、破棄通告の６か月停止状態を延長し

た。ASEAN全体では、11月15日のASEAN首脳会議においてオブライエン大統領補佐官

が「アメリカはASEAN諸国を支援するとともに、南シナ海における航行の自由を確保し、

貿易相手国として重視している」と強調するも、ASEAN諸国によるアメリカの評価は急

降下した。閉幕式には混乱する大統領選挙によって出席できなかったトランプ大統領に代

わって、オブライエン大統領補佐官が出席したからである。ASEAN諸国はトランプ大統

領が出席していないことで「アジア軽視」であるとし、南シナ海問題においてトランプ大

統領がアメリカの主導権を十分に発揮できなかったと批判した。

３．ドゥテルテ政権における外交政策の転換

　2021年1月20日、アメリカではバイデン大統領が就任し、バイデン政権のアジア政策に

注目が集まっていた。バイデン政権は外交においてアジア重視に舵を切り、南シナ海問題

においても就任早々から中国に対して厳しい姿勢を示していた。3月22日、フィリピンが

領有権を主張するスプラトリー諸島にあるパグアサ島付近に約220隻の中国船が集結する

という事態が発生した。フィリピンは即時退去を繰り返し要求したが、中国船の大群は動

じず停泊し続けた。フィリピンのロレンザーナ国防大臣は、中国がフィリピンの海洋権益

を侵していると非難し、パグアサ島付近に海軍と沿岸警備隊の巡視船を配置した。

　ドゥテルテ大統領はこの事態について、「良き友人である中国には、ワクチンの無償提

供など様々な恩があるが、係争海域の領有権については交渉の余地はない」と中国を強く

非難した。中国船の停泊が続く中、4月11日にロレンザーナ国防相とオースティン米国防

長官が電話会談を行い、翌12日から11日間にわたり米国との合同軍事演習が行われた。合

同軍事演習に先立ち、米海軍は南シナ海において空母「セオドア・ルーズベルト」などで

軍事演習を行って中国を牽制しており、続いて米比合同軍事演習を行うことで中国にさら

なる圧力をかけた。

　ドゥテルテ大統領はスプラトリー諸島における中国船の停泊を非難するも、VFAの破

棄通告は保留状態にあり、フィリピン国内ではドゥテルテ大統領の中国に対する融和的な

姿勢に批判が強まるとともに、中国に対して強い態度で挑むよう圧力が高まっていた。ドゥ

テルテ政権内においても、アメリカと協力して中国の海洋進出を食い止めるべきとの声が

高まっていたが、ドゥテルテ大統領はかねてよりアメリカ嫌いということもあってアメリ

カとの同盟関係に極めて慎重であった。こうした中で、6月14日、ドゥテルテ大統領は

VFAの継続について最終決定を見送り、3度目の破棄通告の保留措置を発表する。ドゥテ
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ルテ大統領がVFAの保留を発表した同日、アメリカ第7艦隊は、「南シナ海は国際法やルー

ルに基づく秩序を重視する国々の経済を支える貿易の自由な流れの中枢である」として原

子力空母「ロナルド・レーガン」を中心に南シナ海で軍事訓練を実施した。

　6月下旬、米国務省はフィリピンに対し、F16戦闘機など26億ドル相当の武器売却を承

認し、米議会に通知した。ドゥテルテ政権はアメリカに武器売却を求めており、VFAを

継続させたいアメリカはフィリピンに配慮して武器売却を承認したのである。フィリピン

に展開する米軍はフィリピン国内のテロ対策を主要任務としているが、南シナ海における

中国の示威行為は激化しており、米軍は南シナ海での有事に備えフィリピンの軍事基地へ

のアクセスを増やすことで中国への抑止力としたいとする様子がうかがえる。

　7月11日、ブリンケン米国務長官は「南シナ海でフィリピン軍が攻撃を受ければ、フィ

リピン軍防衛に向けて、1951年の米比相互防衛条約が発動することになる」と声明を発表

した。これはハーグ仲裁裁判所の裁定から5年を迎えたことに合わせて発表したものであ

る（15）。ブリンケン国務長官は、ポンペオ前国務長官の声明「中国の海洋権益に関する主

張を否定」を改めて確認し、中国政府に対し、南シナ海において国際法の下の義務に従い、

挑発的な行為をやめるよう呼び掛けた（16）。

　7月29日、オースティン国防長官はフィリピンを訪問してドゥテルテ大統領と会談し、 

VFAを継続することを決定した。翌日、ロレンザーナ比国防相とオースティン米国防長

官は共同会見を行ってVFA継続を正式に発表した（17）。オースティン長官は、ドゥテルテ

の方針転換を歓迎し、「強力かつ弾力性がある米比同盟関係はアジア太平洋地域の安全保

障、安定や繁栄に必要不可欠」であると述べている。

　ドゥテルテ大統領は1年半に及んでVFAを保留状態にしてきたが、ドゥテルテの政策転

換の背景について考えてみたい。ドゥテルテ政権は発足当初から中国との経済協力を模索

し、対中融和政策を行ってきた。巨額の経済支援を目当てに中国への融和姿勢を続け、 

2020年以降、新型コロナウイルスの感染が拡大する中、最大のワクチン提供国として依存

度を高めていった。しかし、こうしたフィリピンに対する経済協力とは裏腹に海洋進出に

おいては強硬姿勢の中国に対して、ドゥテルテ政権が強い危機感を抱いてきたのは明らか

である。2021年3月、220隻という中国船群がスプラトリー諸島に停泊するという事態に衝

撃を受け、その後も中国船にフィリピン漁船が当て逃げされるといった事件が発生するな

ど、南シナ海における中国の海洋進出に対してたびたび懸念を表明してきた。

　それでもVFAを保留状態にしてきたのはドゥテルテ大統領の対米不信が根強いことに

加え、南シナ海における中国との共同探査など、中国からの経済協力や経済支援を獲得す

る機会を見計らって対中融和の姿勢は維持してきたためである。南シナ海における中国の

活動が活発化すると、アメリカとの軍事協力の重要性は認識しつつも、ドゥテルテ大統領
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はアメリカに対してより有利な条件で協定を結び直す狙いがあったため、VFAを保留状

態にし、アメリカに揺さぶりをかけたのである。大統領がアメリカに対して巧妙な外交を

行っている間に南シナ海における状況は悪化し、ドゥテルテ政権内では、歴史的にも親米

である外務省や国防省が大統領にVFAの重要性を説得していたとされている。

４．新たな米比関係

　前述のように現在、VFAによってフィリピンに駐留する米軍の主要任務はテロ対策と

なっており、南シナ海問題に直接対応しているわけではない。しかし、在比米軍がこの海

域において中国をけん制する効果を拡大させることは間違いない。ランドール・シュライ

バー元国防次官補は「有事の際に米軍がフィリピンの拠点にアクセスしやすい環境づくり

を進めることが望ましい」と指摘する（18）。両国は2014年に米軍のフィリピンでの活動拡

大を認める軍事協定を締結しているが、アメリカに不信感を抱くドゥテルテ政権下では

VFAを含め米比間の軍事協力が十分に機能していないとの見方が強い。

　VFAの継続によって米軍は対中国シフトを加速させることが予想される。近年、アメ

リカは在外米軍部隊を分散させる傾向にあり、有事の際には西太平洋で部隊を分散させて

中国に対処する戦略をとると思われる。その場合、南シナ海に面し、台湾海峡に近いフィ

リピンはアジアにおける最重要分散先であることは間違いない。アメリカとしてはアクセ

ス拡大や軍事物資の貯蔵などフィリピンの協力を得たいところであるが、フィリピンの協

力を得られるかどうかは、ドゥテルテ政権の外交によるところが大きい。

　ドゥテルテ大統領は就任当初から個性的で実利主義かつ自主外交を行っており、そのた

め言動にはブレが生じやすく読みにくい。ドゥテルテのアメリカ嫌いはダバオ市長時代か

ら続くが、根底には根強い対米不信があり、アメリカとの同盟関係に対しても「アメリカ

は守ってくれない」との失望感を抱いている。南シナ海問題においてもフィリピンの国益

や主権に関する認識や理解はアメリカと共有されていないという意識を持ち、同海域にお

ける米中対立の状況からアメリカとの交渉において「ボールはフィリピンの手にある」と

の認識がある。また、フィリピンは超法規的措置によって国内の麻薬犯罪にかかわったと

される多くの人が犠牲になったが、これに関してバイデン政権の「人権外交」には強く警

戒していることは言うまでもない。バイデン政権においても、フィリピンが人権外交に敏

感となっていることを十分に理解し、ドゥテルテ政権が中国に傾倒しやすくなるといった

刺激を与えないように配慮していることがうかがえる。

　ドゥテルテ政権が、VFA破棄をちらつかせ1年半にわたりアメリカに揺さぶりをかけた
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ことと歴史的に類似しているのが1979年に成立した軍事基地改定協定である。マルコス政

権下のフィリピンは、アメリカと軍事基地協定を改定するための交渉を行った。1977年に

人権外交を掲げたカーター政権が発足し、軍事基地改定協定が1979年1月に成立するまで

約1年半にわたって交渉が行われた。マルコス政権はカーター大統領の人権外交に苦しん

だものの、出来る限りの援助を得たいとして「米軍撤退」を交渉カードとしていた。

　最終的に、カーター政権は人権問題よりもフィリピンとの軍事協力関係を優先したこと

によって軍事基地改定協定が成立した。アメリカは軍事基地改定協定によって、フィリピ

ンにある米軍基地を引き続き使用し、米ソ新冷戦時代においてフィリピンを東南アジアに

おける拠点とし、新たな米比関係を構築していった。人権外交、1年半という交渉期間、

基地協定の破棄というキーワードだけを並べても今回のVFA問題と類似性が認められる

と言えよう。

５．むすびにかえて

　VFA問題によって米比関係は揺らいだが、ドゥテルテ政権がVFA破棄通告を撤回する

ことによって軍事協定は保持され、軍事協力関係は新たな段階に入ることになった。今後、

南シナ海問題をめぐり、同盟関係を基軸とした連携が行われることが期待される。フィリ

ピンの基地にアメリカがアクセスすることに関する交渉において、ボールを手にするのは

フィリピンである。アメリカとフィリピンの同盟関係は、アメリカがいかに地域の安全保

障を重視したアジア外交を行うかというこということにかかっている。バイデン政権の人

権外交によってフィリピンを刺激すれば、フィリピンが再びVFAを交渉カードとして持

ち出す可能性もある。

　1970年代末にカーター政権がフィリピンに対して人権外交を行い、同盟関係が揺らいだ

が、最終的にカーター政権は地域の安全保障を重視したアジア外交にシフトしたことに

よってフィリピンとの同盟関係を立て直した。バイデン政権は就任前の予想に反して、か

なり厳しい対中姿勢を示し、同盟関係を基軸として地域の安全保障を重視した政策をとっ

ている。今後、バイデン政権が人権と安全保障のバランスのとれた外交を展開していくか

が注目される。VFAが危ういカードとならないために、アメリカはフィリピンを十分に

満足させるより良い地位協定の締結を模索すべきであろう（19）。
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